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令和5年度 皮膚等障害化学物質への有効な保護具の 

選択等に関するリスクコミュニケーション（意見交換会）（大阪開催） 

議事録 

 

１．開催日時 

令和5年7月3日（月） 14:00～17:00 

 

２．開催方法 

会場 ＴＫＰガーデンシティ新大阪6階 バンケット6A 

（Web[Zoom]でも同時配信） 

 

３．出席者 

基調講演 ・厚生労働省環境改善・ばく露対策室長 平川 秀樹 

・独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研

究所 豊岡 達士 

パネルディスカッション 

 

・産業医科大学 産業保健学部教授 宮内 博幸 

・アトム株式会社 営業本部 営業推進室室長 朝比奈 智 

・防衛医科大学校 医学教育部 医学科 衛生学公衆衛生学

講師 岩澤 聡子 

・独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研

究所化学物質情報管理研究センター有害性評価研究部 

上席研究員 豊岡 達士 

・株式会社重松製作所常務取締役 研究部長兼シックスシ

グマ推進本部長 野口 真 

・一般社団法人 全国建設業協会 労働問題専門委員 

西松建設株式会社 安全環境本部 安全部担当部長 

最川 隆由 

・一般社団法人日本化学工業協会 環境安全部部長 山口 

修 
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・厚生労働省環境改善・ばく露対策室長 平川 秀樹 

事務局 みずほリサーチ&テクノロジーズ（MHRT） 

 

４．議題 

 （１）基調講演 

「皮膚等障害化学物質に係る省令改正内容等について」 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環境改善ばく露対策室長 

平川 秀樹 

「皮膚等障害化学物質の選定のための検討会での検討結果報告」 

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理

研究センター 有害性評価研究部 上席研究員 

豊岡 達士 

 

 （２）意見交換会 

【コーディネーター】 

産業医科大学 産業保健学部 作業環境計測制御学講座 教授 宮内 博幸 

【パネリスト】 

アトム株式会社 営業本部 営業推進室室長 朝比奈 智 

防衛医科大学校 医学教育部 医学科衛生学公衆衛生学講師 岩澤 聡子 

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理

研究センター 有害性評価研究部 上席研究員 豊岡 達士 

株式会社重松製作所 常務取締役 研究部長兼シックスシグマ推進本部長 

野口 真 

一般社団法人全国建設業協会 労働委員会 労働問題専門委員 西松建設株式会社 

安全環境本部 安全部担当部長 最川 隆由 

一般社団法人日本化学工業協会 環境安全部部長 山口 修 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 環境改善ばく露対策室長 

平川 秀樹 

 

５．議事内容 
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○事務局  定刻になりましたので、「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に

関するリスクコミュニケーション」を開会いたします。 

 本日はお忙しい中、本意見交換会にご参加いただき、ありがとうございます。 

 本意見交換会は、前半に２つの基調講演、後半にパネルディスカッションを行います。

基調講演とパネルディスカッションの間には、10分間の休憩を予定しています。 

 また、本意見交換会終了後、アンケートにご協力いただけますと幸いです。会場参加者

のうち、スマートフォンなどをお持ちの方はお手元のアンケート用紙の右上ＱＲコードよ

りご回答ください。ＱＲコードよりご回答できない方は、アンケート用紙にご記入いただ

けますと幸いです。ウェブ参加者の皆様は、退出後、自動で画面が遷移いたしますので、

ご回答くださいますようお願いいたします。 

 それでは、１つ目の基調講演「皮膚等障害化学物質に係る省令改正内容等について」に

まいります。厚生労働省・平川様よりご講演いただきます。 

 それでは、平川様、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平川室長  皆様、こんにちは。厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境

改善・ばく露対策室の平川です。 

 第１回目、大阪会場に多くの方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

また、出席の皆様、本日、パネルに立たれる皆様方におかれましては、日頃より労働安全

衛生行政、とりわけ労働者の健康障害防止対策に多大なるご理解、ご尽力賜っていますこ

とを、この場をお借りまして厚くお礼申し上げます。 

（スライド１） 

 それでは、私から、約30分程度「皮膚等障害化学物質に係る省令改正内容等について」

説明いたします。 

（スライド２） 

 「職場における新たな化学物質規制」について、令和３年にあり方検討会の報告書が出

され、それに基づいて令和４年５月に省令改正しました。そこに至るまでの課題、規制の

見直し、全体像についてのお話をいたします。特に本日のテーマである「皮膚等障害化学

物質等による健康障害防止対策」に関して、改正省令の内容、現状の保護具選択・使用に

係る規定、課題を説明いたします。 

（スライド３） 

 １つ目は「職場における新たな化学物質規制」についての説明です。 
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（スライド４） 

 まず、「職場における化学物質管理の課題」として労働災害発生状況について説明しま

す。 

 この化学物質による健康障害の災害は、下の赤い表のとおり、製造業以外の各業種にお

いても、化学物質による健康障害が発生しているところです。 

 特に化学物質による休業４日以上の労働災害、特定化学物質障害予防規則等の規制対象

外の物質によるものが８割という状況です。これは特定化学物質障害予防規則等に追加さ

れると、その物質の使用をやめて別の規制対象外の物質に危険性・有害性を十分に確認・

評価をせずに変更し、結果、十分な対策が取られずに災害が発生することが原因です。 

 胆管がん、膀胱がんも規制対象物以外のものを使って起こった災害です。 

 赤い表によれば、商業、保健衛生業、ビルメンテナンス業でも災害が発生していますの

で、もはや製造業のみならず、全業種的に対応しなければいけないものです。 

（スライド５） 

 「職場における化学物質管理の課題」の続きで、特に中小企業における状況は、例えば

企業規模が5,000人の大規模な事業場のリスクアセスメントの実施率は、100％とはいかな

いまでも中小企業に比べれば若干高くなっています。特に黄色のところ、30～49人、10～

29人のところを見ますと、特殊健診の実施率の低い作業環境測定の実施率が低いリスクア

セスメントも３割程度しか実施していない状況です。まさに法令の遵守状況が不十分な傾

向にあり、労働者の有害作業やラベル、ＳＤＳに対する理解が低い状況です。 

 これらの対策もこれからやっていかなければなりません。実は今年の４月から第14次労

働災害防止計画もスタートいたしました。ラベル、ＳＤＳの普及については80％目標も設

定しています。中小企業においての浸透状況がこれから厚生労働省に問われてくるでしょ

う。 

（スライド６） 

 「有害作業に係る化学物質の管理状況」では、リスクアセスメントの実施率が低いこと

があげられます。特にリスクアセスメントを実施しない理由には、方法が分からないなど

がありました。 

 リスクアセスメントをどう取り組めば良いかは、厚生労働省では相談ダイヤル等を設け

たり、現場指導も行ったりしていますので、厚生労働省のホームページをご確認いただい

て、リスクアセスメントの相談を積極的に受けていただくのが大事かと思います。 
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（スライド７） 

 そういった化学物質の現状を踏まえ、規制の見直しに向けた検討会を開催しました。メ

ンバーを見ても分かるとおり、労使の団体、専門家の方、現場の関係者、多くのメンバー

にご参加いただき広く意見を聞き、令和３年の７月に報告書を出しました。 

（スライド８） 

 「改正の全体像」として、これまでは（限られた数の）特定の化学物質に対して、特化

則、有機則などの規制で個別具体的な規制を行う方式でしたが、今後、危険性・有害性が

確認された全ての物質を対象として、以下を事業者に求めることになります。 

 この危険性・有害性が確認された全ての物質の範囲は、国で行っているＧＨＳ分類が今

されているものが、大体3,000程度です。それを全て対象とし、ＳＤＳの対象物質が今約

700物質ですが、まず200物質ほど増やし、最終的には3,000近くまで、規制の範囲を広げ

ようとしています。 

物質に対して義務づけていくこととして、ばく露を最小限度とすること、国が定める濃

度基準値を定め、その物質についてはばく露が濃度基準値を下回ること、達成等の手段に

ついては、リスクアセスメントを行いその結果に基づいて事業者が適切に選択する方向性

としています。 

（スライド９） 

 これまでは「改正の全体像」として（スライド９の上の図のような）ピラミッド状の規

制としていました。現時点ではピラミッドの上の部分はそのままで、ピラミッドの下の台

形の部分について、この「見直し後の化学物質規制の仕組み」枠の中で、国のＧＨＳ分類

により危険性・有害性が確認された全ての物質について規制がなされます。しかしいずれ、

この自律的管理が普及していきますと、この台形の上辺りも含めてまた改めて検討してい

くことになろうかと思います。 

 今のＳＤＳの対象物質がまだ1,000物質に達していない状況ですので、徐々に広げてい

く予定です。 

（スライド10） 

 以上の改正の全体像の中で、「皮膚等障害化学物質による健康障害防止対策」はどうい

った形で行っていくのかの説明に入ります。 

（スライド11） 

 令和４年５月の省令公布により、皮膚等障害化学物質の直接接触の防止が法令上定めら
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れました。令和５年４月１日施行の内容としては、①健康障害を起こすおそれのあること

が明らかな化学物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対して、保護眼鏡、

不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具の使用、②健康障害を起こすおそれ

がないことが明らかなもの以外の物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者、こ

れらについて既に努力義務がかかっています。 

 今後ですが、令和６年４月１日施行で、①のところ、健康障害を起こすおそれのあるこ

とが明らかな物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者について、この保護眼鏡、

不浸透性の保護衣、保護手袋、又は履物等適切な保護具の使用が義務づけられます。 

 （スライド11の）下にそれらをグラフで表しました。（健康障害のおそれが）ないこと

が明らかなものについては、皮膚障害等防止用保護具の着用は不要ですが、（健康障害の

おそれが）ないことが明らかなものが、本当にあるのか議論があるところ、ないのではな

いかという方向になっています。 

（スライド12） 

 「皮膚等障害化学物質に係る改正省令内容」の「背景等」のおさらいです。我が国にお

ける化学物質による健康障害事例は、年間400件程度で推移しています。この障害事案の

中では、経皮ばく露による皮膚障害が最も多く、吸入・経口ばく露による障害発生件数の

約４倍にあたります。 

 最近では、オルト―トルイジンやＭＯＣＡといった、皮膚刺激性はないが、皮膚から吸

収され、発がんに至ったと疑われる事案も発生しています。 

 これらの背景を受けて、労働安全衛生規則の一部を改正いたしまして、先ほど申し上げ

た規制が導入されました。 

（スライド13） 

 改正条文がどのようになっているかがこちらのスライドです。労働安全衛生規則の第

594条がもともとの条文でして、この当時、まだ594条の時点では、「適切な保護具を備え

なければならない」規定のみでした。ここの条文以外に、特別規則で、例えば特定化学物

質障害予防規則のような条文では、具体的に「使用しなければならない」と書いておりま

した。しかし安衛則上では、「備えなければならない」のみが条文としてある状態であり、

今回この６年４月１日施行の条文で、安衛則第594条の３に、既に施行されている安衛則

第594条の２が移動し、新たに安衛則第594条の２が入るようになります。 

（スライド14） 
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 「皮膚等障害化学物質に係る改正省令内容」で、皮膚等障害化学物質等に該当するもの

を場合分けしますと、１つ目が、「皮膚や眼に障害を与えるおそれのあることが明らかな

もの」、もう一つが「皮膚から吸収・侵入して健康障害を生ずるおそれが明らかなもの」、

この２つのタイプに分かれます。 

① 「皮膚や眼に障害を与えるおそれがあることが明らかなもの」については昨年の５

月31日付の通達で既にどういったものが該当するのかを示しております。ＧＨＳ分

類で、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性、呼吸器感作性、

又は皮膚感作性のいずれかの有害性で区分１、一番重篤な区分に該当するものがそ

れに当たります。 

 次に、②「皮膚から吸収・侵入して健康障害を生ずるおそれが明らかなもの」に該当す

るものですが、これについてはＧＨＳ分類がありません。したがってこれらに該当する物

質を特定する考え方を整理する必要があります。昨年度の令和４年度、考え方等を整理さ

せていただいたところで、この後の豊岡先生からのご講演で、労働安全衛生総合研究所の

検討内容等を発表いただきます。 

 逆に、おそれがないものについては、現時点において特定の物質を示す予定はありませ

ん。 

 具体的な内容はまた後ほど触れさせていただきます。 

（スライド15） 

 次に「現状の保護具選択・使用に係る規定等」についてです。これはオルト―トルイジ

ンの膀胱がんの事案が出た際に、この化学防護手袋の選択、使用等について通達したもの

です。平成29年１月12日に出した内容で、有害な化学物質を使用する際にどのような化学

防護手袋を選択、使用するかを示したものです。 

 通達の概要１つ目の、（化学防護手袋の選択に当たっての留意事項）です。化学防護手

袋の選択については、取扱説明書等に記載された試験化学物質に対する耐透過性クラスを

参考として、作業で使用する化学物質種類及び当該化学物質使用時間に応じた耐透過性を

有し、作業性のよいものを選ぶ。また事業場で使用されている化学物質が取扱説明書等に

記載されていないなどの場合は、製造者等に事業場で使用されている化学物質の組成、作

業内容、作業時間等を伝え、適切な化学防護手袋の選択に関する助言を得て選ぶことを書

いています。 

 また、（化学防護手袋の使用に当たっての留意事項）で、点検して、孔あきがないこと
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を確認したり、取扱説明書の内容を確認したりして、そこで作業に対して余裕のある使用

可能時間をあらかじめ設定し、その設定時間を限度に使用すること。また、強度の向上等

の目的で、化学防護手袋とその他の手袋を二重装着した場合でも、化学防護手袋は使用可

能時間の範囲で使用させることが使用に当たっての留意事項です。 

 ここにも書いていますが二重装着した場合について、当時はそういったことも想定して

いました。 

 また保守管理上の留意事項として、有効かつ清潔に保持することや、予備の手袋を備え

つける、保管する際は直射日光を避ける、高温多湿を避ける等があります。 

 （その他の参考事項）で、発がん物質等、有害性が高い物質を取り扱う際には、耐浸透

性の分類でクラス１などＡＱＬが低いものを選ぶのが望ましいです。 

 また29年の通達で重要なこととして、手袋を実際に使うに当たって、一度化学物質に触

れると浸透してしまうので、二度使いはしないほうがいい旨があったかと思います。それ

が恐らく一番大きな内容と思います。 

（スライド16） 

 今後実際にこの皮膚等障害化学物質を使っていく上で昨年度の「安衛研検討会での提言」

があります。後ほど豊岡先生からこの辺りの具体的な話はあろうかと思います。注意して

いただきたいのは、Group１（356物質）で書いていますが、恐らく、今週中にはどういっ

たものが皮膚吸収性有害物質であるかの通達が出る予定です。現状を実際に整理して、特

化則と重複するようなものについては、特化則できちんと規制すればいいではないかとの

話もあり、もう少し物質数が減る予定です。 

 通達等が出ましたら、どういった物質が対象になっているかご覧いただければと思いま

す。 

 また「皮膚吸収性有害物質に関する教育等」ですが、現場管理者等への教育や教材の作

成が必要。また、メーカーとユーザーのリスクコミュニケーションが非常に大事であると

いう点については、皮膚等障害化学物質の有害性、保護具の必要性についての理解を促進

させること、また、保護具選択マニュアル、装着方法、使用方法についての啓発資料の作

成が必要ではないかところもありました。行政にて、今年度、委託事業を行うこととなり

ました。 

（スライド17） 

厚生労働省としては、皮膚等障害化学物質を製造、取り扱う際、適切に皮膚障害防止用
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保護具を選択し、使用することが重要と考えています。 

 また、このリスクコミュニケーションもその委託事業の中で行われているものですが、

まさにこのコミュニケーションが終わった後、令和５年度の委託事業では皮膚障害等防止

保護具の選択等についてのマニュアルを作成いたしますので、皆様方の現場の状況等いろ

いろとお話しいただければと思います。 

 また、（スライドの）下の欄に皮膚障害防止用保護具のマニュアル作成事業の概要があ

りますが、本日開催の、リスクコミュニケーションを行い、マニュアルの検討し、②で作

成するマニュアルが適切に保護具を選択できるかなどの確認のため、③で現場でのトライ

アル調査を実施する内容も含めて今取組んでいます。 

 

 また、皮膚等障害化学物質の内容で、事前に意見いただいている内容がありますので、

その紹介と、今の行政の考え方を簡単にご説明させていただきまして私の説明を終わらせ

ていただき、事前にいただいた質問に回答したいと思います。 

 まず１つ目のご質問で、皮膚等障害化学物質に関しては、「規制対象物質や濃度基準値

対象物質のようにＳＤＳに記載して通知する義務はないと考えてよろしいでしょうか」と

ご質問をいただいています。これにつきましては、通達等で出ている物質についても、Ｓ

ＤＳに記載を基本とし、義務というのがどのレベルの義務かになるのですが、労働災害を

発生させない観点に立ちますと、情報はお知らせしていただくのがよろしいかと思います。

また、そういった情報なしに例えば労働災害を発生しますと、場合によっては、安全配慮

義務に違反している可能性も出てこようかと思います。したがって、通達に物質のリスト

等出てまいりましたら、そういったものも、今回の新たな化学物質管理におきましては、

化学物質管理者や、保護具着用管理責任者といった法令で義務づけられたところのスタッ

フがこの化学物質を各事業場で動かしていくのだというところを各事業場さんできちっと

頭に入れていただき、ハンドリングしていただくとともに、ＳＤＳの情報についてもきち

っと確認する。また川上側はちゃんと情報を書く、川下側は必要な情報があれば川上側に、

こういった情報が欲しいというのをきちんと意見交換していくのが必要と考えます。 

 ２つ目の内容は、皮膚等障害化学物質は、リスクアセスメント対象物質の中から選定さ

れますか。そうでない場合、化学物質リスクアセスメントをベースとする企業の自主管理

の仕組みが狂ってしまうので、リスクアセスメント対象物の中から選ぶことが必要ではな

いかとの御意見です。 
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 この後、豊岡先生の説明もありますが、実際のところ、対象となるものは、モデルＳＤ

Ｓがあるところの約3,000物質から選ばれています。時系列的なことで言いますと、ＳＤ

Ｓの対象になる前から、この皮膚等障害化学物質なるものに指定されるところですが、将

来的には全てＳＤＳの対象になってきますので、それも十分に留意の上、あらかじめ対策

をとっていただきたいです。 

 ３つ目、ＳＤＳ三法では国のＧＨＳ分類計画の利用を強制しておりませんが、労働安全

衛生法では、今後、皮膚障害に関係する部分についての国のＧＨＳ分類計画の利用を強制

するのでしょうかとの御質問です。 

 先ほどの説明の内容でしたが、ＧＨＳ分類、区分１のものをこの皮膚等障害化学物質で

やっていただきたい旨は通達でも既に書いている部分でもあります。そういった形でしっ

かりと、有害化学物質については各事業場において対策をとっていただき、少しでも災害

を減らしていきたいところです。 

 あらかじめこういった内容等もいただいておりまして、物質の関係、行政の考え方の整

理での必要性がありましたので、私からの説明にさせていただきました。 

  

 私の説明は以上です。ご清聴ありがとうございました（拍手）。 

○事務局  ご清聴ありがとうございました。 

 続きまして、労働安全衛生総合研究所・豊岡様より「皮膚等障害化学物質の選定のため

の検討会での検討結果報告」につきましてご講演いただきます。それでは、豊岡様、よろ

しくお願いいたします。 

○豊岡氏  皆さん、こんにちは。労働安全衛生総合研究所の豊岡と申します。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

（スライド１） 

 私は、ここに示すような題名でお話をさせていただこうと思っていますけれども、私の

話の内容は、この後、話の中心になる皮膚等障害化学物質の中の皮膚吸収性有害物質もの

を新たに命名しました。それはどういう過程で選定していったのかを中心にお話ししたい

と思います。よろしくお願いします。 

（スライド２） 

 まずここは、平川室長のお話とかぶる部分がありますが、皮膚等障害化学物質は、大き

くここに示すように、２つに分けられます。１つは、刺激性・腐食性・感作性がある物質
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であって、そのばく露影響としては、化学熱傷や接触性皮膚炎、このような皮膚に限定し

た局所影響のものになります。短期間で症状が出る急性影響のものが主となります。 

 こういった物質はどういったものがあるか、個別物質はどんなものがあるかは、ここの

基発にも書かれていますとおり、ＧＨＳ分類で皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損

傷性・眼刺激性、呼吸器感作性又は皮膚感作性いずれかの区分で区分１に該当するものと

なっています。どういったものがあるかは、このＧＨＳの分類結果をウェブ上からダウン

ロードしたら、すぐにでもその物質が分かります。 

 もう一つは、刺激性ですとか腐食性、感作性がない場合が多いわけですが、皮膚から吸

収され、全身に影響を与えるおそれがある物質です。そのばく露影響としましては、意識

障害のような急性的な影響から、発がんを含んで、各種臓器障害、こういった慢性影響ま

で様々なものがあります。 

（スライド３） 

 こういった物質、具体的にどういうものがあるのかは、先ほどの平川室長の話にもあり

ましたとおり、ＧＨＳ分類には書かれておりません。ですので、こういった影響、刺激性

について、皮膚から吸収されて全身に影響する物質というものを我々の検討会では、ここ

に示すように「皮膚吸収性有害物質」と命名して、どういったものが該当するのかを検討

会の中で議論して決定していきました。 

 ちなみに、先ほどの皮膚吸収性有害物質ものがこちらの基発の文章では「別途示すもの」

ところに当たります。 

 こちらの検討会はこのようなメンバーでやってきまして、昨年度から計４回を通して議

論してきました。 

（スライド４） 

 検討会での作業の内容ですが、まずは下調べとしまして、この後にご説明します国内外

の化学物質評価機関において皮膚吸収性有害物質と似たような概念であるSkin Notation

というものがあり、このSkin Notationの概念がどういったものかを整理していきました。

実際に整理したものとしては、米国のＡＣＧＩＨ、同じくＮＩＯＳＨ、ＯＳＨ、ドイツの

ＤＦＧ、イギリスのＨＳＥ、日本では産業衛生学会、こういったところの情報を整理しま

した。 

 さらに、これら諸機関がどういった物質にSkin Notationを付しているのかもというの

を整理していきました。 
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 こういった下調べをした上で、皮膚吸収性有害物質の候補群を決定し、その候補群から

皮膚吸収性有害物質群を選定するプロセスを決定し、さらに評価書を個別にレビューして

いき、最終的には決定していった、こういった流れを踏んで決定しました。 

（スライド５） 

 まず、「Skin Notation物質の概念」についてですけれども、このSkin Notation自体は、

1961年にアメリカのＡＣＧＩＨというところが、液体化合物が正常皮膚を透過して全身に

影響を及ぼす可能性があることを示すために、許容濃度（ＴＬＶ）に併記する形で初めて

使用されました。 

 現在の定義はここの下に示すとおりでして、「蒸気、液体、固体との接触により、粘膜

や目を含む皮膚からのばく露が、全体のばく露に大きく寄与する可能性がある物質」。た

だし、皮膚に限定した刺激性、腐食性、感作性物質は含まないとしています。 

 ほかにも、例えば我が国の産業衛生学会では、これを「皮マーク」と呼んでおり、これ

は皮膚と接触することにより経皮的に吸収される量が全身への健康影響、又は吸収量から

見て無視できない程度に達することがあると考えられる物質と定義されています。 

 ほかにも、ＮＩＯＳＨ、ＯＳＨ、ＤＦＧ、ＨＳＥも似たような概念となっています。 

 これらSkin Notationの概念、それぞれの機関で表現は違うものの、皮膚吸収性有害物

質の法令上の定義は、皮膚から吸収され、もしくは皮膚に侵入して健康障害を生ずるおそ

れがあることが明らかな物質。本質的には同じようなことになっています。 

（スライド６） 

 これら諸機関がどういった情報をもってこのSkin Notation物質を決めているのかを整

理した結果を次にお示しします。全体としては、このようなスキーム図に従ってSkin 

Notationを決めています。ここの番号１番から４番は、優先順位が高い順番になっていま

す。 

 まず、一番優先順位が高いのがヒトの情報です。このヒトの情報としては、疫学情報で

すとか災害情報、さらには被験者実験の情報が含まれています。このようなヒトの情報が

あって、さらに経皮ばく露。ヒトの情報で、例えば致死性ですとか、各種臓器毒性、生殖

毒性、発がん性、こういったものが認められている場合はSkin Notationが付されること

になります。 

 このヒトの情報がもしない場合、今度は下にいきまして、次に優先されるのが動物経皮

ばく露情報になります。この動物経皮ばく露情報は２つに分かれ、その１つは、経皮ばく
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露した動物で毒性影響が見られている場合。例えば急性毒性ですとか、慢性毒性、発がん

性、こういったものがあります。 

 ここで器官によってはある程度線引きがされています。例えば急性毒性だったら、半数

致死量が、ＬＤ50が2,000㎎/㎏体重以下だったら、例えばSkin Notationをつける。この

ようなものが判断基準になっている場合もあります。 

 もう一つは、こういった毒性情報はなく、動物に経皮ばく露した後に、その物質の体内

動態が分かっているものになります。こちらは毒性情報がありませんので、その体内情報

から経皮ばく露量を推定しまして、ほかのところから毒性情報を持ってきます。例えばば

く露限界値。このばく露限界値というものも、結局はそういう毒性影響に基づいて決めら

れているものです。そういったばく露限界値を参考にしたり、そのほか、経皮毒性以外の

毒性影響を加味したりして、さらにシミュレーション等をした結果、経皮ばく露によって

毒性を示すおそれがあることが分かってきたら、Skin Notationをつけています。 

 特に動物の情報がない場合、この場合はさらに下にいって、In Vitroの情報もが利用さ

れます。このIn Vitroの情報は、例えば動物の摘出皮膚やヒトの摘出皮膚を用いて、被験

物質がその皮膚を透過するか否かで判断します。例えば透過することが分かった場合、そ

こから経皮ばく露量を推定して、先ほどと同じ、毒性情報はこれもありませんので、ばく

露限界値や、その他の毒性影響を加味したシミュレーション等を実施した上で、影響があ

ると判断できた場合はSkin Notationがつけられています。 

 さらに、この３番のIn Vitroの情報もない場合は、４番、シミュレーションモデルを活

用します。このシミュレーションモデルは、例えば物質の物性から判断して、この物質は

皮膚に吸収され、さらに透過するだろう。そういったものをシミュレーションに出すとか、

さらには、既にSkin Notationが付されている物質と類似の物質、そういう物質は、同じ

ように類似しているから同じように皮膚に吸収されるだろうとSkin Notationをつけてい

ます。 

（スライド７） 

 ただし、このように、今いろいろなパターンでSkin Notationがつくわけですけれども、

各評価機関で、どこまでSkin Notationをつけるかはそれぞれ考え方が違います。ある機

関は、例えばヒトの情報はもちろんSkin Notationをつけますけれども、ヒトの情報や動

物の情報がなくても、例えば３番のIn Vitroの情報だけあってもSkin Notationをつける

機関もあれば、こういった情報が全く、４番のシミュレーションだけでつける機関もあり
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ます。 

 ですので、先ほどご紹介した諸機関、ＡＣＧＩＨ、ＮＩＯＨ、ＤＦＧ、それぞれSkin 

Notationがついている物質の数は結構違い、ばらばらです。 

（スライド８） 

 このような下調べをした上で、実際、我々のところでは皮膚吸収性有害物質というもの

がどういった物質になるかを選定していきました。まず、大本どこから選定していくかは、

これは先ほどもお話がありましたが、ＧＨＳ分類の対象物質である約3,000物質を対象と

しています。 

 まず、この3,000物質から保護具使用が義務となる皮膚吸収性有害物質を我々はグルー

プ１と呼ぶことにしまして、このグループ１に当たる物質はこの3,000物質からどうやっ

て選定していこうかといったところです。まず、これは職業ばく露限界値ですが、ここに

示す諸機関で既に職業ばく露限界値が設定されている物質から選定することにしました。 

 なぜばく露限界値が原則ついているものから選んでいったかは、職業ばく露限界値が設

定されているところは、ばく露情報とか毒性情報の研究が多く、その情報の量が多いのと

信頼性が高い情報が多いというころで、このＯＥＬ、ばく露限界値が設定されている物質

から選ぶことにしています。 

 さらに、諸機関でも、このSkin NotationというものはＯＥＬと職業限界ばく露限界値

とセットで提示されることが多いです。そして先ほどもお話ししましたとおり、このSkin 

Notationを付与するのには、この職業ばく露限界値が考慮されることが多々あるという理

由から、まずはこの3,000物質の中の諸機関でばく露限界値が設定されている物質から選

び、約870物質がここで選定されました。 

（スライド９） 

 さらに、この870物質についてそれぞれの諸機関が出している評価書を個別にレビュー

していき、経皮ばく露に関する情報のものを整理しました。これは実際のエクセル表です。

こちらに化学物質名があり、ここには経皮ばく露に関する情報があります。この経皮ばく

露に関する情報を先ほどの１番、ヒトの情報、２番、動物経皮ばく露情報、３番、In 

Vitro情報、４番、シミュレーションモデルといったように整理していきました。 

（スライド10） 

 この内容を精査して皮膚吸収性有害物質を選定していくわけですけれども、皮膚吸収性

有害物質のグループ１ものは、ここに書かれていますとおり、「皮膚から吸収され、もし
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くは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る」と書か

れています。ですので、この健康障害を生ずるおそれが明らかなものはどこで線引きすれ

ばいいかを検討会の中で議論しました。結果的には、ここの赤線のところ、１番、ヒトの

情報、２番、経皮ばく露情報、この情報をもって、「健康障害を生ずるおそれが明らかな

もの」とするのが妥当ではないかといたしました。 

（スライド11） 

 すなわち、グループ１と判断する条件の検討において、①ヒトの情報について、ヒト経

皮ばく露による健康障害が科学的に明らかにされている場合、これはグループ１と判断で

きると考えました。 

② 動物情報については、候補物質による動物経皮毒性が一定の濃度範囲において観察

されていることが科学的に明らかにされている場合、これはグループ１と判断でき

ると考えました。 

 さらに、動物情報の２番は、候補物質を動物に経皮ばく露した後の体内動態、吸収速度

ですとか組織分布、代謝等が明らかになっている場合、経皮吸収により職業ばく露限界値

等を超えるおそれのある評価等を考慮すると、経皮ばく露によるヒト健康障害を科学的根

拠でもって評価できるため、グループ１にすることが妥当ではないかと判断できるとしま

した。 

 一方で、In Vitroの情報の３番は、組織分布の評価はできませんので、ばく露限界値等

を考慮した上で、ヒト健康障害を生ずるおそれが明らかと断定するには科学的根拠がやや

弱く、グループ１と判断するのは不十分ではないかと考えました。 

 さらにシミュレーション等の４番は、「類似した化合物は類似した性質を示す」類似性

の原則が示されているが、実際にその類似性を示す相応の科学的な根拠がない限り、経皮

ばく露によるヒト健康障害のおそれがあることが明らかとは断定しがたく、グループ１と

判断するには不十分ではないかとしました。 

（スライド12） 

 これらをまとめますと、グループ１に該当する条件として、職業ばく露限界値が設定さ

れていることを前提に、以下、いずれかに合致することとしました。１つは、ヒトにおい

て経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報、疫学情報、症例報告ですとか被験者実験情

報があること。また、動物において、経皮ばく露による毒性影響を示す情報があること。

加えて、動物において経皮ばく露による体内情報があり、それら情報を用いたモデル計算
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等から、経皮ばく露により職業ばく露限界値等を超えるおそれが評価できるなど、ばく露

限界値等と関連させて経皮毒性を評価できる十分な情報があること。やや難しい表現にな

っていますけれども、こういった条件の場合、これはグループ１に該当するといたしまし

た。 

 さらに、発がん物質の中にはばく露限界値が設定されていないものがあります。そうい

った物質について、特に皮膚がん、皮膚発がん物質について、皮膚を一つの臓器とみなし

た場合、皮膚に吸収され、発がん性を示すおそれがあります。そういった皮膚がんを引き

起こすおそれが明らかな物質については、グループ１に選定するとしました。ただし、こ

れはヒトもしくは動物における経皮ばく露による証拠があることとしています。 

 さらに、ばく露限界値の設定がなされていない物質について、ＧＨＳ分類では動物急性

経皮毒性のカテゴリーがグループ１に分類されている物質がいくつかありました。こうい

った急性経皮毒性のカテゴリー１は半数致死量が50㎎/㎏体重もので、明らかに経皮ばく

露して毒性が高いと、動物がここの低い濃度で死んでしまう、毒性が高いところです。こ

ういった物質もこの皮膚吸収性有害物質のグループ１に含めるべきではないかというとこ

ろで、16物質ほどあります。当初はまだグループ１に分類していませんでしたが、現在６

月の厚労省の審議会を経て、含める方向で検討を進めています。 

（スライド13） 

 まとめますと、保護具が義務となる皮膚吸収性有害物質が356物質、先ほど少し減るか

もという話がありましたが、これに加えて、16物質検討中となっています。 

（スライド14） 

 ここまでの流れをまとめたものがこちらです。3,000物質から職業ばく露限界値がつい

ている870物質を選んできて、そこから評価書をさらにレビューして、最終的には356＋16

になりました。 

 そうすると、こちらに示す3,000物質の残りが約2,700物質弱あります。こういった物質

の扱いは、594条の３におきましては、事業者は、化学物質を製造して、または取り扱う

業務に労働者を従事させるときは、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものは

除いて、適切な保護具を使用させるよう努めなければなりませんと書かれています。 

 つまり、約2,700物質は非常にバラエティに富んでいるここの約2,700物質の中から健康

障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質ものを特定できるのかということです。 

 例えば職業ばく露限界値もありまして、ＧＨＳ分類もあるものから、ＧＨＳ分類しか情
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報がないもの。ばく露限界値もＧＨＳ分類もないけれども、物性情報だけはあるもの。さ

らには、何も情報がないもの、といったたような、情報量に非常に差があるといったもの

です。 

（スライド15） 

 ここで、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかな物質をどうやって特定するのが

非常に難しいところになります。例えば、ある物質の蒸気圧が非常に高い、気体な状態で

主なばく露経路が吸入ばく露である場合は、気体状の物質が皮膚に付着し、そこで皮膚吸

収が生じ、健康障害が生じないということを否定するのは難しいです。気体であったとし

ても、これは皮膚吸収が生じる可能性が否定できないといったところになります。 

 さらには、例えばＧＨＳ区分上、経皮ばく露による毒性影響が限りなく低いと推察され

るような物質であっても、産業現場における多様なばく露形態を考慮すると、健康障害が

生じないと断定することは難しいと我々は考えました。 

 さらに、物性情報やＧＨＳ区分、何の情報もない物質が本当に安全かどうか、これも断

定することはやはり難しいのではないか。要するに、経皮ばく露による健康障害を生ずる

おそれがないことが明らかな物質は特定できない結論になりました。要するに、そうする

と、ＧＨＳ分類対象物質の中で、安衛則594条の３で、保護具使用が努力義務となる物質

は、594条の２における皮膚吸収性有害物質（保護具義務）以外は全て該当する結論にな

ります。 

（スライド16） 

 ここからは、皮膚吸収性有害物質、それぞれグループ１とグループ２の特徴についてち

ょっと簡単にお話ししていきたいと思います。 

 まず、皮膚吸収性有害物質、保護具義務になるグループ１ですけれども、この物質は、

これまで話してきた選定過程、プロセスを見て理解していただけるとおり、ヒト、動物に

おいて経皮ばく露による一定の毒性影響が認められている物質になります。この毒性影響

ものには急性影響から遅発性影響まで様々あります。さらに、蒸気圧が低い物質がこのグ

ループ１の物質の中には概して多く、気中での管理は困難が伴うということになります。 

 一方で、気体状の物質ですけれども、皮膚吸収性有害物質、グループ１になっているも

のも存在しています。さらに、刺激性等が認められていない物質が多く、ばく露に気づく

ことなく、そのばく露が常態化してしまうリスクがあります。つまり、事後対応が難しい

ということです。刺激性等があったら、仮にばく露されても、すぐ気づいて、それなりの
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対応ができるかもしれないのですけれども、刺激性等がなかったら、そのばく露が常態化

してしまうおそれがあります。 

（スライド17） 

 この蒸気圧が低い物質が概して多いというところで、ちょっと濃度基準値に関連して、

１つ情報提供いたします。濃度基準値では、使い方、使用の仕方ですが、これは労働者の

化学物質ばく露を最小化する目的で使用していきましょうというところかと思います。リ

スクアセスメントした結果、この濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場

合は、確認測定をした上で、リスク低減措置などをしていきましょうというところかと思

いますが、この濃度基準値というのは吸入ばく露を想定して決められている値であるとい

うところです。 

（スライド18） 

 ですので、この経皮ばく露が問題となる化学物質については別途やはり考える必要があ

る、濃度基準告知において67物質に濃度基準値が定められました。この67物質中、皮膚吸

収性有害物質、グループ１、保護具義務は約半数近くが含まれます。ですので、濃度基準

値よりもかなり低いところでやっていると思っても、例えば手袋とか保護具を使用してい

なかったら、皮膚から入ってきてしまい、その濃度基準値を実は超えている可能性があり

ます。 

（スライド19） 

 さらに、グループ２は、ここに示すとおり、ＯＥＬの設定があって、経皮ばく露に関す

るIn Vitroの情報もあります。ほかの諸機関ではSkin Notationの物質も含まれていると

いったように、限りなくグループ１に近い物質から、ほとんど情報何もありませんといっ

た情報まで、かなりグラデーションがあるといったことを理解していただきたいと思って

います。 

 また研究の進展等がありましたグループ２の物質からグループ１に更新するといったこ

とも今後は考えていく可能性もあるのではないかと考えていります。 

（スライド20） 

 最後に「保護具等についての現状」です。ここはこの後のパネルディスカッションでの

話題になるかもしれませんが、現状、皮膚吸収性有害物質のグループ１につきましては、

その半数近くについて、保護手袋の耐透過性データが確認できない状況です。ここは、今

後どうすればいいかのというは非常に難しいところだと思っています。 
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 検討会で意見として出ましたのはここで紹介していますけれども、こういった耐透過性

情報がない物質については、その物質と物性や液性が近い物質は、情報がある物質を参照

したり、そういったものを入力したりして、皮膚透過量を推定するアプリケーションなど

を活用すれば、防護手袋を選択できるのではないかといったような意見もございました。

また保護具メーカーが保有する耐透過性データや各事業者で実施された透過性試験の結果

を開示し、適切な保護具の選定に活用することで、経皮ばく露防止に努めていくことが必

要なのではないかといったような意見も出ています。 

 そのほか、この講演会もリスクコミュニケーションの一環ですけれども、先ほど平川室

長がお話しされたとおりのことです。 

 最後に私の所感です。全ての作業者が、自分が扱っている化学物質のリスクを知って意

識することが安全な作業に結びつくのではないかと私は思っています。さらに、事業者は、

そのリスクを認識し、いわゆる安全への投資を講じることが、作業者を守ると同時に事業

を守ることにつながると考えます。きれい事にすぎないかもしれませんけれども、理想的

にはこういったところかと私は考えています。 

 以上です。ご清聴ありがとうございました（拍手）。 

○事務局  ご清聴ありがとうございました。 

 ただいまより15時15分まで休憩に入れればと思います。しばらくお待ちいただければと

思います。 

 また、パネルディスカッションの後半で、本日ご参加の皆様から質問を受け付けたいと

思います。質問受付の時間になりましたら、コーディネーターよりアナウンスいたします。

会場からご参加の皆様は、挙手の上、コーディネーターが指名しましたら、ご起立いただ

ければと思います。事務局がマイクをお渡しに伺いますので、マイクを受け取り後、ご発

言いただければと思います。 

 また、ウェブ参加の皆様は、質問は、ズーム機能におけるＱ＆Ａに入力し、随時送信い

ただければと思います。なお、時間の都合上、全ての質問に回答できない可能性があるこ

とをご理解いただけますと幸いです。 

 それでは、15時15分より再開いたしますので、いましばらくお待ちください。 

 

     （暫時休憩） 
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○事務局  時間になりましたので、再開させていただきます。 

 続きまして、パネルディスカッションに移ります。本日、８名の方にご登壇いただいて

いますので、お座りいただいている順番にご紹介させていただきます。 

 まず、コーディネーターの、産業医科大学・宮内様です。 

 以降、パネリストをご紹介いたします。 

 厚生労働省・平川様、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所・豊岡

様、防衛医科大学校・岩澤様、株式会社重松製作所・野口様、アトム株式会社・朝比奈様、

一般社団法人全国建設業協会、西松建設株式会社・最川様、一般社団法人日本化学工業協

会・山口様。 

 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以降の進行を宮内先生、よろしくお願いいたします。 

○宮内氏  産業医大の宮内です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日のパネルディスカッション、前半部分につきましては、申し込み時にいただきまし

た質問について意見交換をしていきたいと思います。また、後半につきましては、今日お

集まりいただきました皆様から直接質問をお受けする形、また、ウェブで今日ご参加いた

だいている方がたくさんいらっしゃいまして、質問を今受け付けています。そちらからい

くつかまた質疑応答形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、今日配付させていただいている資料の中に、事前にいただいた質問の表があると

思います。実はたくさん質問をいただいていますけれども、時間の関係で全て対応できな

いで、代表的な質問について、まず質疑応答を行っていきたいと思います。大変恐縮です。

私からまず、いただいた質問について読ませていただきますので、それに対する回答を今

日パネラーの方たちの中でご回答いただく形で進めていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 まず、表の一番上になります。質問番号で言いますと左肩のところに１と書いています

質問です。内容は、保護衣、保護手袋など耐透過性、耐浸透性で判断するため、過剰な防

衛になる可能性がありますが、他の評価方法はないでしょうか。また、例えば胎児への発

育の影響はあるが、精子、睾丸系の影響が見られないなど、影響に性差がある場合の防衛

対策など、差を設けることは妥当でしょうか。また、皮膚吸収は、大まかにいって、化学

物質、気体、液体、粉体等ありますけれども、物理的に皮膚から体内、局所か全身かの違

いはあるものですけれども、吸収されると理解してもよろしいでしょうか？というご質問
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をいただいています。大変重要なご質問だと理解しています。 

 これについては、先ほど豊岡先生から経皮吸収についてのメカニズムのお話がございま

したので、豊岡先生からまずご回答いただければと思います。 

○豊岡氏  労働安全衛生総合研究所の豊岡です。 

 私からは、まず下のほうに書かれています皮膚吸収について、化学物質、液体、固体、

粉なら、物理的に皮膚から吸収されるものとして理解してよいのかの補足説明をしたいと

思っています。基本的に液体の場合は理解しやすいかと思いますけれども、気体もしくは

粉の場合も、考え方としては液体が付着する、粉が皮膚に付着する。その後、例えば汗と

かそういったものに溶け込んで皮膚吸収が起こると理解していいと考えています。 

 補足説明として、次のスライドをお願いしていいですか。 

（スライド） 

 ここのスライドで示すとおり、物質がどうやって皮膚に入るのか、主な経路、１、２、

３とまとめています。１つは、こういう付属器官を介して入るもので、例えば汗腺ですけ

れども、一般的には500以上と分子量が大きい物質が付属器官経路を介して通ると言って

います。また２番目は細胞間隙経路といいまして、皮膚の細胞と細胞、この間をすり抜け

るように入っていくもの。さらに３番は貫通して入っていくもの、主にこの３つが想定さ

れています。化学物質の場合は、多くの場合は、この②の経路を通って皮膚を透過すると

考えられています。 

 一旦、この表皮を通過すると、真皮には毛細血管が張りめぐらされていますので、この

血流に乗って化学物質が全身にいく。そういった化学物質にもし有害性があるものであれ

ば、それは健康障害につながるといったようなことになります。弊所では、実際に実験と

して、本当にこの物質が皮膚から吸収されて、さらに透過していくことを証明しておりま

せんが、それをイメージで紹介したいと思います。次のスライド、お願いできますか。 

（スライド） 

 我々のところでは、三次元ヒト培養皮膚を使用して、化学物質の皮膚吸収性、透過性、

さらには皮膚への蓄積性といったものを解析しています。このヒト培養皮膚は、正常のヒ

ト皮膚と全く同じ構造をしており、角質層、顆粒層、有棘層、基底層といったものがちゃ

んとあります。この３Ｄ培養皮膚というものが、培養カップ、大体１センチぐらいの大き

さのものに入っています。次のスライドお願いできますか。 

（スライド） 
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 こういった生理食塩水が満たされているようなガラスのびんにそのままぶすっと刺しま

して、そこの上から放射性ラベルした被験物質を添加しまして、その後、この被験物質が

どこにいくのか、どれぐらいの時間にどこに存在するのかものを解析しています。 

 この後の説明をするため、言葉の定義をいたします。皮膚吸収というものは物質が、こ

の３Ｄの皮膚内に入ることとします。皮膚透過ものは、皮膚内に入った物質がボトルのほ

うへ移行することとします。皮膚蓄積ものは、皮膚内に入った物質がそのまま皮膚にとど

まっていると定義します。 

（スライド） 

 実際、どういった結果になるかのかが次のスライドです。これはオルト-トルイジンの

例になりますが、この緑の丸ものが添加溶液内に存在する放射性ラベルしたオルト-トル

イジンです。赤丸が皮膚内に存在するオルト-トルイジンで、青丸がボトルのほうへ移行

したものです。このグラフ図では、横軸に経過時間をとっています。一番短い時間で0.5

時間です。このグラフ図では最長は24時間になっています。縦軸がそれぞれの時間帯でこ

のオルト-トルイジンがどこに存在したかを示しています。 

 まず、この緑の丸を見ていただけると分かるかと思いますけれども、この緑、皮膚の上

と書いていますけれども、これは時間が経過するごとに速やかに下がっていることが分か

ります。それと同時に、この青色の皮膚の下が上がってきているのが分かります。要する

に、オルト-トルイジンは速やかに皮膚に吸収されて、赤丸がほとんど変化がないので、

皮膚に蓄積することはなく、そのまま速やかに皮膚を透過しているといったようなことに

なります。 

 こういった感じでいろんな物質をやっています。次をお願いできますでしょうか。 

（スライド） 

 現在までに約50物質前後ぐらいやっていくと、結構、この皮膚吸収、透過、蓄積性にパ

ターンが見られるといったところが分かってきました。これはそのパターンごとに縦で２

つずつまとめています。一番左のものはTri-ethanolamine、ジエタノールアミン物質のグ

ループです。緑の丸、これは皮膚の上、つまり、溶液中のものですけれども、これが時間

たってもなかなか下がってこない。要するに、この物質はそもそも皮膚に入りにくいとい

ったたぐいの物質になります。 

 その隣はDimethylformamideやCaffeineといったもののグループになります。これは緑

の丸が下がってくると同時に、この青い丸も上がってきています。ですが赤丸はほぼ変化
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しない。皮膚内はほぼ変化しない。要するに、これは皮膚吸収がなされて、それなりに皮

膚を透過している物質になります。 

 さらにその隣が先ほどのオルト-トルイジンのものです。その隣のDimethyl formamide

の例よりも、この緑の丸が下がるのが早いのが見て分かるかと思います。要するにこれは、

このジメチルホルムアミドよりもオルト-トルイジンのグループのほうが皮膚に吸収され

るのが早いということになります。さらに、かなりの速度をもって透過している、青い丸

の立ち上がりもかなり急になっています。 

 その隣は4,4-methylenedianilineのグループです。これはさらに緑の丸が急速に下がっ

ていく。要するに、これは皮膚吸収性がこのオルト-トルイジンのグループよりも高いと

いうことになります。一方で、皮膚透過性にしては、差が分かりにくいかと思いますけれ

ども、一部、赤丸のほうが少し盛り上がっているのが分かるかと思います。要するにこれ

は、このメチレンジアニリンのグループでは少し皮膚に蓄積する気があるということにな

ります。 

 さらにその隣、ＭＯＣＡとかヘキサフルオロプロペンといったようなグループになりま

す。これを見てもらうと、緑の丸が、一番短い時間でいきなり、かなり下のほうから始ま

っています。要するに、これは非常に皮膚に吸収されやすいを示しておりまして、それと

同時に、赤丸が非常に高くなっている。つまり、皮膚にかなり蓄積してしまう。吸収はさ

れるわけですけれども、皮膚にかなり蓄積してしまっているので、皮膚の透過性面では、

ほとんどないとはいいませんが、遅いということになります。 

 このようにパターンが分かれてくるころが分かってきました。このパターンに何が効い

ているのか。次のスライドお願いできますか。 

（スライド） 

 こういった感じで、オクタノール水分配係数の値が、この皮膚吸収性、透過性、蓄積に

強く影響するといったところが分かってきています。これを見ると、オクタノール水分解

係数がマイナスに近ければ、これは水溶性が高いというところを意味していますので、脂

溶性の皮膚の表面、角層には入りにくいといったものです。オクタノール水分配係数が右

にいくにつれて高くなっていますけれども、このオクタノール水分配係数が高くなるにつ

れて、最初の皮膚の吸収性は高くなります。しかしながら、皮膚蓄積性も、このオクタノ

ール分配係数が高まると同時に蓄積性も高くなるので、結果として、皮膚の透過性に関し

ては、このオクタノールの水分配係数は、特に１とか２といったところで、特に皮膚透過
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性が高いといったものになります。 

 ですので、こういう物質は、皮膚に確かに透過しているところと、もう一つは、こうい

うオクタノール水分配係数の、例えばＳＤＳとかそういうところに記載されている値を見

れば、ある程度皮膚透過性とかそういったものが判断できるのではないかと考えられます。 

 私の回答とさせていただきたいと思います。 

○宮内氏  どうもありがとうございます。かなり詳しいメカニズムを解明されて、今、

分かっている非常に最新のお話でした。ある面でいうと、化学物質はいろんなメカニズム

で体に入っていく、重層扁平上皮で守られている皮膚であっても、やはり今後しっかりと

こういったことを考慮して吸収を防がなくてはいけないということにつながると思います。 

 もう一つの前半の質問で、保護衣、保護手袋などは耐透過性とか耐浸透性だけで判断す

るのは過剰ではないか？という内容だと思います。これは多分、液体等の接触で全て試験

をしている、つまり、蒸気とかガスではなくて、液体接触だけで判断することが少し過剰

ではないか、ほかにもう少し良い方法はないかということだと思います。この辺について

は、医学的なところも含めて、岩澤先生から何かコメントがあったらお願いします。 

○岩澤氏  ここで、過去、2000年ぐらいに少し被験者実験として行ったデータが既に文

献として出ていますのでご紹介したいと思います。化学物質としては、ＤＭＦになります。

お願いいたします。 

（スライド） 

 ＤＭＦ、呼吸器からの吸入ばく露と経皮吸収ものがどれぐらいの割合で人に入るのかを、

人にご協力いただいてやった実験になります。お願いいたします。 

（スライド） 

 こちらが、被験者にＤＭＦをこちらの経皮ばく露のチャンバーのほうに、完全に密封し

まして、呼吸は新鮮な空気を吸っていただいて、中に入っていただく方には綿のパンツだ

けはいていただきまして、90％ぐらい皮膚を露出したような状態で４時間かける形で、Ｄ

ＭＦの発生装置から中にばく露していただく人工的な環境をつくったものです。濃度とし

ては、この許容濃度よりも低いですね。６～７ppmぐらいのものを８時間やった。 

 逆に、体はばく露せずに、呼吸だけ、気道だけばく露した場合と、２パターンの被験者

に実験にご協力いただいたものがあります。お願いします。 

（スライド） 

尿中にどれくらいものが出てきたかで、それがどちら由来なのかものを、13名のボランテ
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ィアから尿を１時間おきに、最初の時間１、２、３、６、12時間で取りました。その濃度

について、経気道由来か皮膚由来かで13人についてはかったところ、皮膚からが、平均す

ると40％ぐらい、呼吸器からが６割ぐらいが出ました。過去のデータになりますけれども、

口のほうだけコントロールしても、汗と皮膚から吸収してしまうが、このヒトの研究でそ

ういった結果が出ています。 

 また、半減期につきまして、生物学的半減期といって、ばく露してからどれぐらいする

と半分の濃度になるのかは、経気道のほうは2.4時間、経皮、皮膚からは５時間で、やは

り気道のほうが早く吸収されて入ってくるのですが、先ほど豊岡先生が見せていただきま

したとおり、ＤＭＦはなかなか入りにくいものですので、このように乖離が出てきます。

次お願いします。 

（スライド） 

 こちらは、実際に作業現場において、樹脂製造関係の工場にご協力いただきまして、作

業者の方で取った場合です。３人被験者で、少ないので平均してはいけないかもしれない

ですが、大体ボランティアの被験者実験と同じような結果が出たということが分かってい

ます。実際の現場でも、どうやって皮膚からの吸収を防ぐか、両方やらないとだめという

データの一つかと思います。 

 また、最初に、今回、皮膚障害性に関しまして、このターゲットに関する臓器は特に決

めておりませんので、何らかの、どこかの臓器に影響があった場合は障害性あり形で判断

しています。個別の影響については、今回は考慮せず、影響ありかなしかで判断していま

す。 

 以上です。 

○宮内氏  ありがとうございます。それから、もう一つ、質問にありました、いわゆる

胎児への発育の影響か、影響の性差については如何でしょうか？ 

○岩澤氏  影響の性差ですね。これは生殖発生毒性ところに関わる可能性があるところ

ですが、もう一つの慢性影響とか急性影響中の一つに位置づけられるものになるかと思い

ます。ものによって性差ものは確かにあるかもしれないですけれども、影響ある、なしと

ころでは、あるものに関しては、こういう形でグループ１とさせていただいています。 

 性差に関しては、濃度基準値を決める際には、かなり詳しく、その根拠について個別に

確認の作業をしているになっています。 

 以上です。 
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○宮内氏  どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 最初の質問についてはこういった形でご理解いただければと思います。 

 それでは、２つ目の質問に移らせていただきたいと思います。ＧＨＳ分類や有害性によ

ってどういった規格の保護眼鏡、保護手袋や防護服、ＪＩＳ規格や国際規格を選定したら

よいかご教示くださいという質問です。かなり具体的な質問でありますので、これについ

て詳しい野口先生からよろしいでしょうか。 

○野口氏  重松製作所の野口と申します。 

 このご質問の中では、保護手袋、防護服、いろいろありますが、今回は化学防護手袋の

選択で、ばく露防止のために手袋を使いましょうとなりますが、どのような形でまず選べ

ばいいのかということです。実際に詳しい話の細かいところになると、ケース・バイ・ケ

ースで変わりますので、今回ご説明させていただくのは大まかな選び方になります。 

 まずにＳＤＳを確認します。これは先ほどのお話の中にもありましたが、化学物質のＳ

ＤＳを確認して、皮膚等の障害化学物質かどうかを確認します。先ほどの話の中でも、ス

キンとか皮マークと言っているものですね。そういうものがあるか確認します。その後に、

リスクアセスメントとして、許容されないばく露量、皮膚についたときにどのぐらいにな

ると人に影響を与えるか確認しますが、これも先ほどの話の中で、許容されないばく露量

はどのぐらいなのか分かっていないのが実情なので、ここのところは、実態としてはこう

いう順番でやっていくのですが、ここが非常に課題になる部分だと思います。 

 続いてばく露形態の検討で、化学物質の物理的性質、科学的性質、濃度、液体、固体、

粉体であったり、あとはどのぐらいの濃度があったりするのか。濃ければ、もちろん毒性

も高いですし、薄いものだったら、それが長くなったりもしますので、どういう状態で使

われるか確認します。 

 これらの情報が集まってから化学防護手袋の選択になるわけですが、性能、これがＪＩ

Ｓで決まっていますので、ＪＩＳの透過性などのデータ、これは後で説明しますが、性能、

あとは作業時間。常に長い時間使える手袋でなくとも、ばく露する時間が短ければ、短い

ものでもいいになります。あとは作業性。安全のためにすごく厚い、簡単にいうと仰々し

い手袋を使うわけではなくて、作業性を見て、時間に応じて選ぶということですね。 

 あとは、ばく露性能の高いものは比較的コストも高くなります。先ほどのお話にもあり

ましたが、一回使ったら廃棄する、この辺の説明も後でさせていただきますが、どうして

もコストも重要になってきます。 
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 これらのことを鑑みて手袋を選択することになります。次お願いします。 

（スライド） 

 化学防護手袋の選択をするときの性能には何があるかということですが、ＪＩＳのＴ

8116、化学防護手袋の性能がありまして、大きく３つあります。耐透過性能、耐浸透性能、

耐劣化性能。非常に重要視されるのが耐透過性能で、化学物質と接触したときにどのくら

いの時間で反対側に透過してくるかの試験になります。 

 これはあくまでも物質を接触したときの試験です。いろいろ数ある生地の中から、これ

がどのぐらいの性能を持っているか確認をするものですので、この時間が使える時間であ

るわけではありませんので、この辺は、また選択するところのメーカーなどの方に問い合

せるといいと思います。 

 耐透過性能のデータにつきましても、データがほとんどないところですが、メーカー、

いろいろ実験しながら、各社、ホームページ等で情報の開示もしていますので、その辺は、

選択するときにメーカーさんと相談されるとよろしいかと思います。 

 続いて耐浸透性能ものがありますが、これだけ聞いてしまうと、耐浸透は液体が浸透す

る性能を確認するように思えるのですが、これは品質を確認する指標です。レベルで表し

ており、製品のロットに含まれる不良の混入、ＡＱＬで表していまして、これだけちょっ

とＪＩＳでは違うのですが、表示が数字で、この手袋にどのぐらいの不良品が混ざってい

る可能性があるかになります。 

 耐劣化性能は任意の性能なのですが、実際に化学物質を接触させてどのぐらい悪くなる

か、固くなるのがあり、その辺のレベルを表すものです。次お願いします。 

（スライド） 

 手袋、いろいろございます。材質もいろいろございます。どういうものが良いか、これ

も一概に言えないので、いろいろ各社さんありますので、一般的なものだけを列挙させて

いただきました。上から、比較的、耐薬品性能が強い、耐透過性が強いものですが、最近

は、多層フィルムで、フィルムを何層にも重ねて、非常に強い、耐透過性に強いものがあ

ります。ただ、これはフィルムでできた手袋なので、どうしても作業をしていると屈曲で

孔があいたり、何か物理的に、ピンホールがあいたりします。実際に使われる場合には、

ニトリルゴムでできた手袋を二重装着して使われるのが非常に多いです。 

 続いてフッ素ゴム、これは耐薬品性、耐油性、物質に対して非常に高い性能を有します。

ただ、コストが比較的高いことと、なかなか厚手のものが多くて、作業性が若干乏しいと
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ころになります。ブチルゴムも、フッ素ゴムよりも、耐薬品性、多少劣るのですが、それ

でも非常にいい性能です。この辺もコストとの兼ね合いで選ばれるといいかと思います。 

 あと、一般的によくあるのが非常に伸び、装着性がいい天然ゴム、ラテックスとかです

が、実際には油とか薄い酸アルカリには強いのですが、有機溶剤では使えないか、余り強

くありません。ネオプレン、ニトリルゴム、ポリウレタン、こういうものもございます。

この辺も一長一短ありまして、そのときに選ぶ。あとは、メーカーによってはネオプレン

とニトリルゴムを混ぜてつくった手袋とか、あと二層にした手袋とか、いろいろあります。

一般的にこのような材質がありますが、実際にはこういう表を見て、実際に使う薬品が有

機溶剤だからどの辺がいいかとか、いろいろ書いてありますので、選ぶのに使えるかなと

思います。次お願いします。 

（スライド） 

 選択するときに非常に気をつけていただきたいところが４点あります。１つが、新品で

あってもピンホールのあるものが混入している場合がある。手袋大量につくっていますの

で、中にはピンホールのあるものがありますので、使う前に、例えば息を吹き込んで、風

船のように膨らませて空気が漏れていないのを確認するとか、そういう方法で、使う前に

まず作業者が確認するのが重要です。 

 ２番目に、使用中にこすれたりすることでピンホールが空いたりするときもあります。

先ほどの多層フィルムのものは非常に性能がいいのですが、やはり使っているうちに孔が

あいたりすることもありますので、その辺も対策が必要になります。 

 ３番目に、使用している濃度や組み合わせによって早く透過する場合もあります。これ

は情報があくまでも単一物質に対しての透過性能になりますが、実際にオルト-トルイジ

ンで実験したことがあるのですが、単一の性能よりも、オルト-トルイジンが実際使われ

るのはトルエンと混ざって使われているのが多く、混合物で耐透過性試験をすると、単体

よりも短くなる。耐透過性の低いもの、透過しやすいものに引っ張られて透過してしまう

ことがあるになります。ですから、使用している濃度を組み合わせ、こういうものがある

場合には、複数の物質がある場合にはメーカーに問い合わせて相談するのをしていただき

たいと思います。 

 あとは、これもよくある質問ですが、４番目に、手袋に化学物質が付着した場合、化学

物質は浸透し続けます。一度ついているものですから、やはり浸透していきます。ですか

ら、洗浄を行っても素材の内部に入っていったものは除去できませんので、どうしても、
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ついた場合は、一度使用したものは、再使用、使用時間を長くするということはしてはい

けません。 

 手袋の選択と使用についてはいろいろご質問もあるかもしれませんが、以上、簡単にご

説明させていただきました。 

○宮内氏  どうもありがとうございました。 

 それから、今日、メーカーであられますアトムの朝比奈先生もいらっしゃっていますの

で、もしコメントありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○朝比奈氏  朝比奈です。よろしくお願いします。 

 ご質問が、規格の話になっていますので、ちょっと規格のナンバーを申します。保護眼

鏡に関しましては、Ｔ8147ですね。それから、化学防護手袋、保護手袋ですけれども、規

格の世界では防護手袋で、厚生労働省では保護手袋、このように分類しています。ＪＩＳ

のＴ8116です。防護服に関しましてはＪＩＳのＴ8115です。 

 またここにはなかったのですけれども、一部、化学防護長靴が質問にございまして、履

物ですね。これに関しては、ＪＩＳのＴ8117です。化学防護長靴に関しましては、オーバ

ーシューズといいますか、耐透過性、耐浸透性を持った靴の上にはくような、こういうも

のもございます。 

 念のために申し上げますけれども、ＪＩＳのＴ8147、保護眼鏡に関しましては、この規

格は保護眼鏡の規格でございまして、化学防護に関する規格ではございません。その辺を

ちょっとご注意いただきたい。ですから、フェースシールド、防災面みたいなものをして

いただいて、その内部に保護眼鏡を、隙間の少ない保護眼鏡をしていただく。これは液体

に対しての防護ですので、ガスに対する防護になりますと、これは呼吸用保護具の全面体

になってしまいます。その辺をちょっとご考慮ください。 

 以上です。 

○宮内氏  ありがとうございます。透過試験については、保護衣としてＴ8030-2015と

いうのがたしかあったと思いますので、透過試験について詳しくはＪＩＳを見ていただけ

れば、解説も出ており、ご理解いただけると思います。 

 それからもう一つ、例えばアメリカのＡＳＴＭとか、ヨーロッパのＣＮ規格もあると思

いますが、日本の場合、今お話あったように、試験の種類ごとにちゃんと出ているで、多

分、他国のものと整合性がとれていると思います。ＪＩＳを基本にするということでよろ

しいですかね。 
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 この場では時間がございませんけれども、詳しい規格のこと、また試験のことについて

選定するときに参考いただきたいと思います。また機会がありましたら、詳しくお話しで

きる機会があると思います。 

 それでは、３つ目になります。№３に、該当する物質が製品中に含有する場合、川下事

業者へのＳＤＳ上での情報伝達の基準はどのように考えるべきでしょうか。また、どのよ

うな情報を伝達すべきでしょうか。皮膚等障害化学物質が含まれるかどうかはＳＤＳによ

り判断することになるのでしょうか。その場合、ＳＤＳへの記載の閾値はどのようになり

ますか。また、微量、数百ppm以下含まれる場合、保護具着用義務は発生しないと考えて

よろしいのでしょうかで、かなりユーザー側の視点のご質問ですが、これは日化協の山口

先生から伺いましょうか。 

○山口氏  日化協・山口と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 私の立場は、化学メーカーとして化学物質を取り扱うときに手袋をするユーザーの立場

であるのが１つと、あともう一つは、化学メーカーですので、化学物質を供給するＳＤＳ

とかを作成する化学メーカーとしての立場と、そのどちらも入ってくるかと思います。 

 まず、どのようにＳＤＳでお伝えするかに関して、現状なのですが、皆さんもご存じか

なと思いますけれども、「適切な保護具を使用する」とか、そのような表現にとどまって

いるのが散見されるのではないかなと思います。私自身も、確かに不親切だなあ、とは感

じます。書けるのであれば、より詳しく情報を入れていって、川下のメーカーにお伝えす

るのが大事だなとは感じている次第です。 

 ここでご理解いただきたいことがございまして、保護具メーカーの皆さんにご相談する

と、ある化学物質に対して、材質だけでは耐浸透性とかを語れないということです。皆さ

んもご存じかもしれませんけれども、厚みだとか、それから保護具メーカーの皆さんは、

添加剤を入れるなどいろいろ工夫されて、同じ材質でも保護具メーカーの間で競争されて

いるのだと思います。それで性能が変わってくる訳でございますので、そういたしますと、

正確にいうには、保護具の商品名だとか品番、そういうのまで書かないとちゃんとお伝え

できないところでございます。 

 この辺に関しましては、本当に保護具メーカーさんの責任の範囲でやっていらっしゃる

ことになります。ですから化学メーカーの我々としては、保護具メーカーさんに伺って、

推奨の材質はどのぐらいの範囲のもの、例えばさきほど野口さんから一覧表が出ていまし

たけれども、例えばＡ化学物質の取扱いについて不浸透性の保護具を使うのだけれども、



- 31 - 

 

推奨材質としては多層フィルム系だとか、ポリビニルアルコール系とかまでで、ただし、

保護具の具体的な選定に関しましては、保護具メーカーさんにお問い合わせくださいとい

うような内容を書くことは、ご一緒に保護具メーカーさんに情報共有をしていただきなが

らであれば進めていけるのではないかとは思っています。 

 ただし、ここでも気をつけなくてはいけないことがありまして、アセトンだとか、酢酸

エチルとか、化学メーカーがＳＤＳに書けるのは純品を取り扱っているところだけです。

実はこの保護手袋は、純品で取り扱っているケースと、それから先ほども、トルエンとオ

ルト-トルイジンの例で話がありましたが、複数の成分が混ざった混合物になると純品の

場合とは物性が変わりまして、必ずしももとの保護手袋の材質のもので使えるかどうかが、

ケース・バイ・ケースであって、混合物の取扱いまで対象にはならないことになります。 

 そういたしますと、化学メーカーとしては、自社の製品の純品を、お客様のところで蓋

を開けていただいて、それをお使い頂くのですけれども、小分けされたりとか、あと、複

数のものと混合したり、化学反応に供したり、いろいろ使っていただくのですけれども、

推奨した保護具をご案内できるのは、そこの蓋を開けて混ぜるところまでになります。混

ぜた後は、各現場でリスクアセスメントしていただいて、それに適した保護具を使ってい

ただかないといけません。化学物質のＳＤＳに保護手袋の推奨材質を書いておいて、それ

をそのまま、混合物になっても、どんな作業をしていても、ずっと使っていいと誤解され

てしまうといけません。ここは丁寧に説明しなくてはいけないところです。 

 そういうことですけれども、でも、スタンスとしては書けるだけ書いたほうがいいなと

いうことと思いますが、個別の化学会社と、それから保護具メーカーの皆さんと個別にや

りとりするはかなり大変なことかと思います。実際にはいろいろステークホルダーが集ま

って一緒にやっていくのがいいのだろうなと思いまして、ここから先は私の妄想になりま

すけれども、国に旗を振っていただいたほうがやりやすいかなとは思います。ちなみに、

今の職場のあんぜんサイトに載っているモデルＳＤＳがございます。 

 あれはモデルＳＤＳで、それに倣って各化学メーカーがＳＤＳをつくるお手本なのです

けれども、それが現時点では、「適切な保護具を使用する」という表現にとどまっている

ところもありまして、これから広く保護手袋についての記載を見直していくためには、実

際いろいろステークホルダーである使用者もそうですし、化学メーカー、それから保護具

メーカーなどが集まって、一遍に2,900のモデルＳＤＳ書き換えるのはちょっと大変です

けれども、少しずつでもそれをやっていき、職場のあんぜんサイトが直っていけば、それ
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をお手本にＳＤＳをつくることが化学メーカーもできるようになるのではないかと思って

いる次第です。○宮内氏  それからもう一つ、皮膚障害等化学物質が含まれるかどうか

のＳＤＳによる判断の閾値は、微量の場合、どのように考えたらいいのか、メーカーの立

場として如何で 

ありますか。 

○山口氏  これは恐らく、厚生労働省の平川室長から、この後、お話があるかと思うの

ですけれども、基本的には、リスクアセスメント義務化物質は裾切値が決まってございま

すので、それに従って、裾切値を決めて頂ければやりやすいのではないかなと個人的には

思っている次第です。 

○宮内氏  平川室長、よろしくお願いします。 

○平川室長  山口部長、メーカー側の意見としての裾切値の考え方についてお示しいた

だきまして、ありがとうございました。今回新しく定めました労働安全衛生規則の中で、

リスクアセスメント対象物として規定されている場合には、労働安全衛生規則の中の別表

第２ですか、そちらに裾切値がございますので、その範囲になります。実はこの皮膚等障

害化学物質については、まさに皮膚等障害化学物質としか書いていないので、裾切値がど

こまでの範囲かは現在示していないということになります。 

 逆に、昔々の話で言いますと、例えば有機溶剤中毒予防規則とかで言いますと、例えば

５％とか、あと特化の１％とかいう形にしていた時代は、ものとして測定できるのがそれ

ぐらいの範囲までしかなかったのですが、最近の測定の精度とかで考えると、例えば石綿

とか、0.1とか、そういったところの数字も出てくるぐらいなので、意図して入れようと

しているものについては、対象として対策を講じていかなければいけないのではないかと

思います。 

 例えば、混ぜて何か別の物質ができているとか、そういったところであれば、今お話の

中で混合物の話が出ましたけれども、混合物は、自分たち、意識して混合物にしました、

実際、混合物がただ混合しているだけのものかというと必ずしもそうでもない。混ぜて別

の化学物質になっている可能性、いろんな化学物質で、「混ぜるな危険」と表示されてい

るものを誤って混合して、ガスが出て、中毒になるような災害事例もありました。ただ、

混ぜただけで何もないかでなくて、混ぜたらほかの物質になる可能性もありますので、そ

うしたところも十分に踏まえながら、このＳＤＳの制度を動かしていかなければいけない

のではないかといったところは意を新たにするところにするところです。 
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 以上です。 

○宮内氏  どうもありがとうございました。よろしいでしょうかね。 

 またこの内容についても非常に重要なことでございまして、またみんなで考えていくこ

とは確かに必要なのかなと私も思いました。 

 時間も若干まだありますので、それでは、もう一題、私から読ませていただきます。 

○最川氏  よろしいでしょうか。 

○宮内氏  どうぞ。 

○最川氏  みなさん製造側ばかりの話で、ユーザー側は私しかいないので、お話しさせ

ていただいてよろしいでしょうか。私は、建設業で働いています。建設に関係ある方は少

ないかもしれませんが、この化学物質に関しては、大きく２つに分類出来ると思います。

メーカーさんの方もいると思いますが、化学物質と化学物質を合わせて新たな化学物質を

製造する場合と、当社みたいな建設業の場合は、もともと化学物質を定められた商品とし

て入荷して、それを定められた方法で使っている場合です。特に何か新しい化学物質をつ

くるわけではないのですよ。現状、この化学物質に関しては、どう取り扱えばよいのか、

特に保護具の選択に関しては、何を使用すれば良いのかがわからない状況が続いています。

多分、皆さんから寄せられた質問を見ていると同じようなことを思っている人がいっぱい

いると思います。特にマスクとか、一番分からないのは手袋ですね。それが選べません。

多分、今日の講義を聞かれても、何について説明しているのか良くわからないと思ってい

る方が多いと思うのですが今日の講義を聞いても適切な保護具は選べないと思うのですね。

一番私が今までやってきて困っているのは、ＳＤＳにちゃんと保護具の種類を書いていた

だいていないのが一番なのです。 

 特に建設業もそうですし、一般消費者の立場としてもそうですが、その製品を製造して

いるメーカーにやはり責任を持ってラベルやＳＤＳに記載していただきたい。、自分たち

の商品を手順どおり使ったら、何を使えばいいのかを書いてくださいというお願いをずっ

としています。でも、それは誰も答えてくれないのです。現在行われている化学物質検討

会には出させてもらっていますけれども、法律改正の元になったときの検討会には出させ

てもらっていません。そういう時の検討会はメーカーの人たちばかりなのです。使う側の

人たちがいないからこういうことになってしまっているのですが、結局、何を使うか分か

らない。ＳＤＳに保護具の種類について何も書いてくれないのですよ。 

 例えば防毒マスクを使いなさいとか、それはまだいいほうです。先ほど言ったみたいに、



- 34 - 

 

「適切な」で返される。要するに、リスクアセスメントしなさいという法律があるではな

いですか。リスクアセスメントした答えが「適切な保護具を使いましょう」になってしま

うのですよ。無駄なことばかりさせられてしまっています。現在で法律改正が行われて動

き出してしまっているのですが、メーカーがやはり責任持って、少なくともこの商品は、

何の保護具を使い、自分たちがもしそれを使ってやるのだったら何を使えばいいか推奨品

ぐらい載せてください。分からなかったら、保護具メーカーと提携して、どういう素材が

いいとか、先ほど野口さんが出してくれましたけれども、例えば保護具の手袋だったら、

フッ素ゴム、ブチルゴム、ネオプレンゴムの中から選んでくださいとか、少なくとも最低

そこぐらいは書いてほしくないですか。それを書けという法律はないのですよ。 

 そこをやらない限り、誰も分からないまま進んでしまいます。法律は今、努力義務です

けれども、来年の４月からは、皮膚障害の可能性がある物質は、使わなければいけません。

適切なものを使っていなければ違反になって、これは労働安全衛生法の22条違反で、事業

者責任、懲役があります。懲役６か月、50万円以下の罰金がついてしまうのです。それを

使用する事業者に丸投げされてしまっています。 

 今まで、何回も言っているのですけれども、日本の法律って、国内に出回っている何万

の化学物質のうち、123物質について特化則で規定する、法律が作られ、そこで、何の保

護具を使いなさい等決められてきたのですが、それ以外の８割で、年間410件のうち８割

で、災害が起きてしまっているから、もう手に負えなくなってしまったわけです。それを

事業者に自分たちで調べてやりなさいとなってしまったのです。私達は、ＳＤＳしか見る

ものがないのです。それぞれの化学物質について研究して調べていたら、一つの物質を使

うのに１年ぐらいたってしまいます。少なくともＳＤＳに何を使えばいいかを、書いても

らうのが一番なのですが、現在、それでは間に合わないので、建設業ではいろいろお願い

をして、建災防でマニュアルづくりを進めています。建設業関係の人もいると思いますの

で、代表的なやつだけ紹介します。 

 実は建設業にある化学物質って、全部化学物質です。化学物質でないものってないと思

ったほうが間違いないです。安衛法上の化学物質は、元素及び化合物なので、化学物質で

ないものはないのです。建設業で使われている化学物質の中で、特に危ないものといった

ら、液体、粉体、ミスト状、あと気体もそうです。そのなかで、まずマスクを使用しなけ

ればいけない物は粉じんです。固体が細かくなって浮遊している、石綿ですとかセメント

系、それは防じんマスクを使いなさい。防じんマスクには、レベル１、２、３があります。
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昨年、濃度基準値以下にするための測定をしたのですけれども、セメント袋を開封する作

業をする場合には、粉じんマスクのレベル２以上のものを使っていれば大体良い。あとは

有機溶剤系ですね。それは必ず防毒マスクを使いなさいという事。その防毒マスクにも種

類があるので、少なくともその種類、使用すべき防毒マスクの種類は、メーカーには書い

てほしい。 

 今日、保護具の手袋メーカーさんもいますけれども、手袋は本当に分からないです。手

袋は分かりにくいのですが、安衛研の小野先生が言うには、有機溶剤系を使用する場合は、

伸びる手袋ではなくて、伸びない、伸縮性がない手袋を使う。薄い物は切れたり破れたり

するので、厚さも関係ありますが、そういうものを使っていただく。法律では、不浸透性

の物を使いなさいとなっているので、水を通さないものを使わなければいけない。それは

もう使わなければいけないのです。だけど、水を通さなくても浸透してしまうものがある

ので安全というわけではないけれども、法律はそのようになってしまったのです。法改正

の内容が正しく理解されないまま、多分皆さんが知らない間に法律が動き出してしまって

いる、そういう状況です。 

 だから、製造メーカーさんに聞くか、保護具メーカー、どちらかに聞けば分かるように

してもらわないと、僕らは分からない。ここに来ている人も多分分からないというところ

だけ認識していただきたい。これは絶対に言わなければいけないなと思って、ユーザー側

の代表として言わせていただきます。 

 以上です。 

○宮内氏  どうもありがとうございました。大変大事なところだと思います。今のこと

も踏まえて、これから皮膚吸収障害防止のための保護具の適切な選択のためのマニュアル

を今年度かけていろいろ議論しながらつくっていく予定です。 

 もう一つ、ＳＤＳのお話が出ました。私が余り言ってはいけないかもしれませんけれど

も、ぜひいろいろ研究する必要があると思います。新しい化学物質に対して対応できるも

のはやはり検討しなくてはいけないと思いますし、また、分かった時点で、参考としても

いいと思うのです。材料としてこういうものは使えるなど、有効と分かった時点で出して

もらうことは前向きな考えだと思っています。どうもありがとうございました。 

 パネラーの先生たちからご回答いただきましたけれども、今日はご参加いただいた皆様

からもぜひご意見いただきながら進めていきたいと思います。いかがでしょうか。今まで

で前半の部分が終わりましたけれども、こういったことを踏まえて何かご質問いただけれ
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ばと思いますので、ぜひ挙手ください。 

○朝比奈氏  朝比奈ですけれども、１点よろしいですか。 

○宮内氏  はい。 

○朝比奈氏  先ほど、不浸透性で、液体が入らなければいいご判断だったのですけれど

も、厚生労働省いうところの不浸透性は耐浸透性能と耐透過性能、この２つを有するもの

と定義されています。これはよく誤解がありますので、耐浸透性ではなくて、不浸透性表

現が通達であった場合は、耐透過性能、耐浸透性能、この２つを有するものとご判断くだ

さい。すみません。 

○宮内氏  ありがとうございます。確かに、不浸透性は耐透過性も含まれていることが

大分前にしっかりと文書で出ていますので、そこは誤解のないようにお願いしたいです。

どうもありがとうございます。 

 では、ご質問、よろしいでしょうか。 

○会場質問者  化成品工業協会の上村です。 

 今ちょうど最川さんの発言があったので、朝比奈さんが補足されたのですけれども、今

回、594条の２では、不浸透性の保護具の着用義務、それと、594条の３では保護具の着用

の努力義務が中心になっています。ここでいう不浸透性の具体的な考え方、定義といいま

すか、今もいろんな話が出ていますけれども、何をどのような定義でもって不浸透性と判

断するか。材料そのものなのか、あるいは材料と時間も考えた因子があるのかところは分

かりにくいので、その辺りをひとつ補足説明いただけたらというのが１点です。 

 もう一点は、質問より意見になるかもしれませんけれども、化学防護手袋の選択の考え

方として局長通達が出ています。耐透過性クラスの話は今日平川さんがお話しされたので

すけれども、そこの後の言葉として、その他の科学的根拠により化学防護手袋を、使用時

間を決めてその範囲内で使うといったことも併せてうたわれていたかと思います。科学的

根拠について、事業者にそういう科学的根拠を示して使用時間を設定してもいいよという

書きぶりに私は理解しておりまして、今のままでいきますと、手袋のメーカーさんに全て、

どんな使用条件でも、使用者、ユーザーが全部開示して、全部相談するとなると、手袋業

界も数が多過ぎて多分お答えできなくなるのではないか。そこら辺の実態も踏まえたとき

に、科学的根拠も、事業者にどの程度、どういう内容で許すかところを、もしありました

ら、平川さんからお答えいただけたらと思います。 

 以上です。 
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○平川室長  上村様、ご質問等いただきましてありがとうございました。 

 今のところの最初の話ですけれども、不浸透性の定義についてのお話をいただいたかと

思います。先ほども一部、通達でのお話がありまして、まさに言われている、過去出てい

ます通達で、平成29年の通達で、化学防護手袋の選択、使用等についてというのがござい

ます。基本的にはここに書いている考え方と、これまでと同様と理解しております。この

通達で書いている中身をそのまま読ませてもらいますと、労働安全衛生関係法令において

使用されている不浸透性は、有害物等と直接接触することがないような性能を有すること

を指しており、日本産業規格Ｔ8116で定義する、先ほども朝比奈さんからもございました

が、透過しないこと及び浸透しないこと、いずれの要素も含んでいること、と書いてあり

ます。 

 またＪＩＳのＴ8116で透過の定義も書いておりまして、材料の表面に接触した化学物質

が吸収され、内部に分子レベルで拡散を起こし、裏面から離脱する現象と定義し、試験化

学物質に対する平均標準破過点検出時間を指標として耐透過性をクラス１からクラス６の

６つのクラスに区分している。この試験方法は、ＡＳＤＭ、Ｆ739と整合しているので、

ＡＳＤＭ規格適合の実質適合品と同様に扱って差し支えないという書き方をしているとこ

ろです。 

 さらに同じ通達の中で、化学防護手袋は使用可能時間の範囲で使用させることというの

が、これは強度の向上等の目的で化学防護手袋とその他の手袋を二重装着した場合でも、

化学防護手袋は使用可能時間の範囲で使用させることがあるのですが、この使用可能時間

をどう設定するのかのところについては、まさにいろんな化学物質の混合のパターンがあ

ります。化学物質をつくるメーカーさんが、例えば卸す際に不特定多数の業者に卸すパタ

ーンになりますと、川下側でどういう使い方をするのかもよく分からない状況で、具体的

にどういう形というのが何も見えてこないので、そこは、今までは「適切な保護具を使用

させること」形でＳＤＳ上も書かざるを得なかったかと理解するところです。これは今ま

でのやり方としては、そういう形で出している限りにおいてはそう理解せざるを得なかっ

たところになるのですが、その一方で、このＳＤＳの適用というのは、例えばＢtoＢで提

供するような形で、渡す先が、１対１関係で明らかになっているところであれば、もう少

し具体的な情報として提供するのはありなのかなというところです。最川さんのお話を踏

まえても、そのＢtoＢ、１対１の関係でやるのであれば、もう少しその辺りの情報提供も

あっていいのかと。そういったところも含めまして、今年度、マニュアル策定に向けて取
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り組んでまいりたいと考えているところです。 

 以上です。 

○宮内氏  よろしいでしょうか。 

 確かに手袋メーカーの情報だけでは限界がある。先ほど言った現場でのものが、混合物

であるとか、使用状況はどうかなどの情報が必要ですね。そういうことを踏まえた形でど

のぐらいまで使えるかは、今後の課題だと思っています。例えば日化協での話でも結構で

すけれども、いかがですか。山口様、何かいいアイデアか、お話があったら教えていただ

ければと思います。 

○山口氏  今の件ですね。先ほど、すみません、私が回答したのは、一番川上側の原料

を供給する立場としてでして、最川さんが言っていらっしゃるのは、恐らく塗料だとか、

接着剤だとか、複数の原料を混ぜて、川中から製品を提供し一番川下側でお使いになられ

るとき、そのときの使用条件等のことを言っていらっしゃったのかなあと思いまして、ち

ょっとステージが違うところを話してしまったかもしれませんでした。 

 それで、塗料だとか接着剤だとか、その他もいろいろございますけれども、化学物質を

複数混ぜて、混合物にして、製品として末端のお客様に使っていただくところは、実は混

合物の保護手袋等を決めるやり方は大変難しいです。 

 現時点では、私の知る限り、体系化された方法が見当たりません。例えばＡ成分、Ｂ成

分、Ｃ成分を３つ混ぜてつくった混合物について、その３つの成分おのおのについて耐透

過性データがあれば、混ぜた結果は推定できるかといったら、必ずしもそうではないみた

いなのです。その辺は保護具メーカーさんにも教えてもらいました。そうなると、丸ごと、

その混合物そのもので評価することが必要になってくるかなあと思います。 

 今日の平川さんの発表の15ページのところに通達の資料が載っていますが、平成29年の

通達では、現状、耐透過性のデータがない化学物質を取り扱う場合、混合物はほとんどデ

ータがないことになると思いますが、この場合は保護具メーカーに、事業場で使用されて

いる化学物質の組成、作業内容、作業時間等を伝えて、適切な保護具の選択に関する助言

をいただくことになっています。それが通達の設計です。ただ、保護具メーカーさんも、

どんな処方になっているかとか、どんな使い方をしているかなど具体的に分からないとな

かなか答えにくいところもあるのではないかと思います。まさに今回、リスクコミュニケ

ーションで、化学メーカーと保護具メーカーさん、それから、今日は建設関係の方とか、

ステークホルダー集まって来ていますので、お互い情報を出し合いながら、どういう保護
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具が使えるかとかいうことを、まさにそういうのをやっていかなくてはいけないような時

期になってきているように思います。 

 ここで、塗料や、接着剤について、一つ一つの商品に対して適切な保護具を一つ一つ

別々に調べていくのは、膨大なデータが、作業が必要になってきてしまうのではないかな

と思いますので、学者の先生方からも、類似化合物で想定できるような方法があったら教

えていただきたいこともあります。また私素人ですけれども、例えば塗料の場合、水系の

塗料だ、有機溶剤系でも何種類かも分類ができたりするのだと思います。それぞれの処方

群の特徴は塗料メーカーが知っています。そのような処方群で扱うときにはこういう保護

具を使ったらいいよみたいな、大くくりで推奨の保護具が分かる知見が得られたら、保護

具メーカーさんもそれを推奨したらいいし、また化学メーカーもＳＤＳに書けるようにな

ってくるので、これは一緒に協力していくのが必要になってきていると感じている次第で

す。 

 以上です。 

○宮内氏  例えば工場、使う側で簡易的に何かやる方法は如何でしょうか。 

○山口氏  ありがとうございます。今はＳＤＳに書くところのお話だったのですけれど

も、そうはいっても、作業現場で、今直ぐ、宮内先生がおっしゃっていたように、ディフ

ェンスしなくてはいけません。実は我々、非営利団体の化学防護手袋研究会というユーザ

ーの集まりで保護手袋の選定に取り組む活動があるのです。例えば混合物についてどうい

う保護具がいいかとかいうのを決めなくてはいけないときに、もう自分たちで現場で簡易

測定で測ろうと。保護具メーカーさんがやっていらっしゃるＪＩＳ法はかなり測定装置が

高価で操作も大変です。そこでもっと簡易な方法でいいから、現場で扱うそのものを自分

で測ろうという活動をはじめています。 

 例えば、皆さんもご存じかと思うのですけれども、ケミカルセンサを使うと、どの物質

か分からないですけれども、炭素があれば、ＣＨラジカルとかが出てカウントしてくれる

ような検出器があります。手袋の材質に対して、そこに現場で取り扱う液を乗せて、裏側

で、その抜けてきた化学物質を測定する。それで破過するまでの時間を調べます。実はこ

れのいいところは混合物が測かれることなのです。どの物質が抜けたかは同地できないの

ですけれども、Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分のどれかが抜けてくると、もう透過したことが分

かる方法でございまして、こういう活動をぜひ普及させたい。 

 今、化学防護手袋研究会では、先導している会員メーカーがベストプラクティス（模範



- 40 - 

 

事例）を示してくれています。それらを参考にして、２番目に続くメーカー、３番目に続

くメーカーが、自分の現場で測り使用可能時間を決めるということをやっていくことがで

きたらいいなと思っています。 

 さきほど化成協の上村さんがおっしゃっていた通り、その根拠を得る方法としては、手

袋メーカーの耐透過性のカタログのデータもありますが、もう一つは、自分で測定した科

学的根拠に基づいて自分で設定するのもあるのではないかなと思います。自律管理ですの

で、その辺のやり方が確立できると、費用対効果に優れた低ランニングコストの保護手袋

の測定・使用ができるのではないかとも思っている次第です。 

 以上になります。 

○宮内氏  よろしいでしょうか。 

 それでは、ほかにいらっしゃいましたら挙手をお願いしたいと思います。 

○会場質問者  今日はありがとうございます。 

 １つ質問なのですけれども、女性則で就業制限かかっている化学物質がありまして、そ

の場合、第三管理区分の場合は、防護マスクしてもだめな形に法律上はなっています。今

回これで、皮膚の浸透性でグループ１に該当した場合、保護具、防護手袋しなさいという

義務化ですよね。この場合、女性はそこで働いたらいけない話になるのですか。その辺が、

防毒マスクはだめで、保護手袋オーケーというのは何か納得いきません。 

○宮内氏  生殖発生毒性のあるような物質についてのお話だと思いますが、平川室長如

何でしょうか。 

○平川室長  貴重なお話で、女性則へのアプローチは厚生労働省としてどうなっている

のかご意見として承りました。今の話を踏まえて考えていかなければいけないのですけれ

ども、Ｇ１の物質についてやはり何かしらの対策を講じていかなければいけない。どうい

う形の有害性が出てくるかといったところ、例えば問題となったオルト―トルイジンであ

ったり、ＭＯＣＡでは膀胱がんが発生しました。 

 また皮膚障害ではないのですけれども、例えば大阪ではいわば印刷業の災害で胆管がん

があったりしました。そういった化学物質を吸入したり接触して吸収されたりするといろ

んな形の健康障害も出てくるところで、そこから先の障害が出ないようにするのが今回の

目的です。実際そこから先にどういった影響が出てくるかところで、生殖毒性的な影響が

出てきた場合には、それはそういった影響が出てきたことについて労災で支払うかの決定

は、それはそれとしてやらなければいけません。そういったところにならないように、今
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回、このグループ１の化学物質についてはできる限り保護具でしっかりと対策していくと

いうのを今回うたっています。例えば女性の方や、もともと皮膚に障害持っている方につ

いてどういった形で就業させるかといったところも含めて、事業者側でも、その方に対し

ての働き方とか、ご本人ともよく相談しながら進めていっていただければと考えます。 

 貴重なご意見をいただきましたので、そこの辺りも含め、今後の健康障害防止対策につ

いて検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。 

○宮内氏  よろしいでしょうか。 

 化学物質の発散抑制だけではなくて、これから接触をとにかくしっかりと防いでいく、

予防していくというのは本当に大事な話で、今日のコミュニケーションの中の大きなテー

マだと私も思います。どうもありがとうございます。 

 あともう一名ぐらいお時間がありますけれども、いかがでしょうか。ぜひ、貴重な機会

ですのでご質問いただければと思います。 

○会場質問者  ちょっと細かい話になって恐縮ですけれども、手袋をして作業して、そ

れが義務化されて罰則がという話なのですが、作業中に手袋が破れてしまったものをその

まま使っていた場合というのも当然ルール違反になると思うのです。作業強度による検討

はされるのでしょうか。 

○宮内氏  どうしましょうか。これは朝比奈先生、この辺の強度の話とかお詳しいです

かね。 

○朝比奈氏  先ほど野口さんの説明で、例えば多層フィルム、これは耐透過性能が物す

ごくいいのですね。ただ、機械的強度がないので、それと、カパカパして使いにくいので、

多層フィルムの上に例えばゴムの手袋をしていただいて、機械的な強度はゴムの手袋で担

保しましょうと。化学物質が来たときには、下の多層フィルムで防ぎましょうというよう

な考え方で我々はご説明させていただいています。 

 ですから、耐透過性能があって、なおかつ物理的強度が強いというような２つを求める

としんどいのです。作業性はちょっと落ちますけれども、二重使いしていただいたほうが

破れるリスクは少ないと認識しています。 

○宮内氏  室長、よろしいですか。 

○平川室長  安衛則第594条の２、第594条の３のところですけれども、これは、法令上

は適切な、不浸透性の保護衣を使わなければいけないという形の受け取りをさせてしまっ

たようで、条文をきちんと見ますと、安衛則第594条の２ですけれども、「不浸透性の保
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護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない」と書い

ています。と、結論的には、適切な保護具を使用しなければならないとなっておりまして、

適切な報告と事業者責任とになってくるかと思いますが、破れた手袋なり長靴をそのまま

使っている状態が適切かと言われれば、それは適切ではないですよね。 

 ですので、破れたのであれば、それは今回新しく法令上定めたスタッフにより、保護具

着用管理責任者とか化学物質管理者とか、そういった者をスタッフで義務づけいたしまし

たので、そうした方に、もしそういった状況が出てくれば、速やかに、このように手袋破

れてしまったのだけど責任者に労働者が言うのをきちんと各企業にてルール化して対応し

ていただくことが必要かと思います。 

 要するに、こういった話は、労働災害でも何でもそうですけれども、そういう異常事態

に対して何もせずにほうっておくのは最悪なパターンです。そういったことがないように、

例えば破れて何か入ってくるようだったら、入ってきちゃったよとすぐに保護具着用管理

責任者に言うとか化学物質管理者に声かけるとか、そういったことをしっかりやっていた

だきたいところをぜひお願いしたいと思います。これは皆様方共通です。こんなことばか

り大声で言うのも申し訳ないですが、ぜひその辺りは切にお願いいたします。 

 以上です。ありがとうございます。 

○最川氏  今の関係でよろしいですか。 

○宮内氏  はい。 

○最川氏  今の保護具着用管理責任者の話に関してですが、保護具の選択方法について

良く理解できていなかったので、先日保護具着用管理責任者講習を受講してきました。で

すが、結局、何も分からなかったです。保護具着用管理責任者講習の中で、「詳しくはメ

ーカーに聞いてください」とのことでした。一緒なのですよ。誰も答えを出してくれませ

ん。誰かやはり答えを出さないといけないので、その仕組みをつくるしかないと思います。

誰に聞けば良いのか？皆さん、これが分からないのです。適切な保護具、不浸透性がどう

いう不浸透性なのか、耐強度、アトムさんに聞けば分かるのか、重松さんに聞けば分かる

のか、製造メーカーに聞けば分かるのか。少なくともちらかに聞けば答えがでる。そこを

法整備してもらうしか、僕は答えがないと思っているのです。ほかに何か方法ありますか。

スタディになると思うので、そのケーススタディをするときにどこに相談すればいいのか、

窓口みたいなところを教えていただければ思います。 

○平川室長  先ほどの最川さんの話と同じになるのですが、実際にこの化学物質の対策
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で、保護具と化学物質と両方、これは関係いたしますので、適切な選択をどう筋道持って

いくかところも含めて、このマニュアルづくりをやっていかなければいけないかなと思い

ますが、これがまた、化学物質、メーカーから直にユーザーにいくのでも２段階、３段階

とあります。また、保護具もそういった混合物の中でどの保護具と言われても、４種類も

５種類も化学物質が入ってきて、どれを選べばいいのか非常に悩ましい問題であり、そこ

の辺りの方向性といいますか、どっちか、そこも含めて考えます。申し訳ありません。 

○宮内氏  よろしいでしょうか。 

 今後は保守管理の面も非常にクローズアップしてくると思いますし、そういったことも

踏まえて、管理者が活躍いただけるようなことを期待しています。またできる範囲、いろ

んな形で協力させていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 大変恐縮ですけれども、お時間も大分迫ってきまして、実は今日、会場以外のウェブで

参加されている方々からもたくさんご質問をいただいています。それで、１つ２つですけ

れども、ウェブの参加の方に対してもご質問にお答えしたいと思います。 

 まず１つ目ですけれども、「今回の物質は、リスクアセスメントの結果にかかわらず、

常に保護具着用が義務づけられるになるのでしょうか」というご質問です。これは室長お

願いします。 

○平川室長  これはどういう物質を実際に取り扱っているのかまず知らなければいけな

いだと思うのです。どういう物質が使われているのかを知るためには、まさにＳＤＳ。目

標は、14次災防計画で80％だと言っていますけれども、本当に80％でいいのかどうか、少

なくとも保護具の話はこれからまたマニュアルでやるのですが、どういった化学物質が入

っているかといったところ、法規制されているもの、リスクアセスメント、今回の皮膚障

害もそうですけれども、どういう化学物質が入っているのか、それがどういう法令に関わ

っているのか、通達に関わっているのかをきちっと川上側で書いていただくのも一番重要

かなと思います。 

 そこに書いたものをどう読んでいくかところですけれども、今回の話の中で重要となっ

てきますのが、ＳＤＳの中の各有害性の区分があります。ＧＨＳの分類で区分１とか区分

２とか書いてあるところ。皮膚障害に関する区分のところは、今回の話の中ではきちっと

読んでいただきたいと思います。区分１と書いていましたら、この皮膚障害等化学物質の

義務づけ対象になります。また皮膚吸収の物質については、ＧＨＳ分類出てこないのです

が、そうしたところも川上側で、こういった物質の対象だのを書いていただけるものかと
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期待していますので、そうしたところもきちっと見て、これが、今回、通達で物質名を書

きますけれども、これは法令対象になりますので、きちっと書いて、それを読めるだけの

化学物質管理者であったり保護具着用管理者であったりでいていただきたいというところ

で今研修を行っています。少なくともＧＨＳの読み方は十分にご理解いただきたいところ

が、この６年４月１日に向けての皆様方へのお願いになろうかと思います。よろしくお願

いいたします。 

○宮内氏  リスクアセスメントの結果によらず、とにかく保護具は今後対象物質につい

てはしっかりやるのはもう間違いない。また、今お話があったような形で、しっかりと情

報を取ってやっていただきたいです。 

○山口氏  今のご質問ですけれども、今回は、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は

保護眼鏡等と書いてありまして、４つともマストではなくて、リスクアセスメントの結果、

その作業に適切なものを少なくとも１つ選んだらいい説明が実はこの間の専門家検討会の

ところで答弁があったのではないかなと思います。今のご質問は、リスクアセスメントの

結果にかかわらず保護具は義務づけですかという質問だったかなと思います。つまりその

４種類の中で、４つとも必要な作業だったら４つとも必要だし、例えば眼刺激しかない物

質が対象だったときには、保護眼鏡をちゃんとやっておけばほかのものは必須ではないと

か、そのような判断でもよろしいのでしょうか。その辺教えてください。 

○平川室長  特定化学物質に限るのですけれども、特化則の44条の２というのを、今後

議事録に載りますので、該当部分をちょっと読ませてもらいます。 

 44条の第２項、物質名がずらずら流れているので、途中略させてもらいます。44条の２

項、事業者は、物質名が続きます。ここ全部略します。何とかを製造し、もしくは取り扱

う作業又はこれらの周辺で行われる作業であって、皮膚に障害を与え、また皮膚から吸収

される障害を起こすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼

鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない形で書い

ています。 

 こういった形で書いているものについても、リーフレットでは「使用する保護具の種類

は、作業内容等に応じて選択されるものであり、常時全ての種類の保護具が必要という趣

旨ではありません。」と書いています。先ほど申し上げました条文ではそこまで書いてい

なくて、適切な保護具を使用させなければならない形で書いています。つまりその時点に

おいて適切な保護具を選んで使ってくださいということになります。 
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 またリスクアセスメントの関係になるのですが、ＧＨＳ区分がついているものについて

は、今後、2,900から3,000物質程度、ＳＤＳの対象になってきます。いずれは、このリス

クアセスメントの対象に、現になっていない皮膚等障害化学物質についても今後規制対象

になってくることになろうかと思いますので、そうしたことも念頭に置きながら、この皮

膚等障害化学物質対策、進めておいていただければというところです。 

 以上です。ありがとうございます。 

○宮内氏  よろしいでしょうか。 

 お時間もなくなってきました。もう一つだけ、ご質問に答えたいに思います。質問は、

「ＪＩＳによる透過データの測定結果ではマックス８時間までだが、８時間を超える使用

についてどう考えればよいか。例えば塩酸の場合、適切な材料、厚手を選定すれば、開始

時間から８時間超える場合、廃棄しなければならないのか。かなり大量の手袋を使うこと

になってしまうのですけれども」ご質問です。これは野口先生がお詳しいですかね。 

○野口氏  先ほどご説明させていただいた中にもあったのですが、手袋の表面に化学物

質がついた時点で、その物質によっては浸透が始まりますので、８時間以上クラスがあっ

たとしても、９時間後は大丈夫だけれども10時間後出るかもしれません。次の日使うとい

うのは24時間後になりますから、ずうっと浸透しますので、そこの部分は、それでも使い

たい場合はやはり実験するしかないのかなというところはあります。ＪＩＳの透過性のレ

ベルはあくまでも、いろいろなメーカーがいろいろな物質をやったときに、一定の方法で

同じ評価をするためのＪＩＳですから、試験で、実際に使う時間とは必ずしも一緒ではあ

りませんので、やはり使われる状況に応じてどのぐらい使えるかを評価するになるかと思

います。よろしいでしょうか。 

○宮内氏  朝比奈先生、いかがですか。 

○朝比奈氏  野口さんの言ったとおりだと思います。例えばご自分たちで実験されて、

透過データをとって、何百時間か使えるか繰り返し使うときにご留意いただきたいのが保

管方法です。ビニール袋か何かに入れてやると、内部にガスとして入ってきます。一番懸

念されるのは、繰り返し使うことによって、装着するときに外部についた化学物質が皮膚

に付着するということです。この辺はご考慮いただきたい。その辺も鑑みて、ＪＩＳ、Ｉ

ＳＯに関しては、480分、１日の労働時間で使用限度となっています。 

 以上です。 

○宮内氏  ありがとうございます。私も、実は３日間ぐらい使えないかと以前実験した
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ことがあります。データとしては使えたのですけれども、やはり透過だけではなくて、同

時に劣化も起きてしまうもあったのですね。その辺は、実は１日８時間で分からないので

すけれども、ずうっと使い続けた場合どういう形になるか、これはまだまだいろんな実験

をして、まさにこれからしっかりと利便性を出した上で決めていく必要があるかなとちょ

っと思っていますので、慎重に考えれば、確かに現状では１時間形になるのかなと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 今日、非常に多くのご質問もいただいているのですけれども、何せこちらの会場の都合

もございまして、時間がもういっぱいになってございまして、大変恐縮です。 

 最後に、本当に一言ですけれども、パネリストの先生たちから一言ずついかがでしょう

か。 

○平川室長  本日はこのような意見交換の機会をいただいて、皆様方と意見交換させて

いただきました。ありがとうございました。 

 保護具については、呼吸用保護具が先行しているところで、呼吸用保護具のほうで言い

ますと、具体的に規格を定めて、構造規格や型式検定がございます。手袋はじめ皮膚障害

に関する保護具についてはそこまでたどり着いていないところ。いろんな保護具の知見等

生かしながら、このマニュアルづくり、今後進めてまいりたいと思います。 

 また、今回新しい規制でいろんな管理スタッフを入れることになりました。作業環境管

理専門家とか化学物質管理専門家とか、そうしたスタッフも新しく入れることになりまし

たので、そうした専門家等をうまく活用して、あと、内部の職員の能力向上につきまして

も、この化学物質の問題で、日本全国で毎年400人、500人方が負傷している状況もござい

ますので、それがまたいつ自分のところになるとも限りませんので、十分にご留意して、

化学物質対策、お願いいたしたいと思います。ありがとうございました。 

○豊岡氏  本日はありがとうございました。私は防護手袋の専門家ではないのですが、

防護手袋、どんなものを使えばいいかと。そういったところは詳しくは全く分からないと

ころですけれども、今回こうやって皮膚吸収性有害物質ものの選定に関わらせていただき

まして、まずは、私が重要だと思うところは、本当に皮膚から体の中に入る物質があるの

だというところを従業員の皆さんにやはり周知して、そういった物質について真剣に、ど

ういった手袋がいいのか職場内でちゃんと話し合うところが、やはり意識を共有する点で、

皮膚吸収性有害物質に対する考え方がそこで認識ができて、そのリスクとかに対してそう

いった意識が、作業を慎重にやろうとか、そういったところにつながるのではないかと考
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えていますので、ぜひとも職場に戻られましたら、こういった話のことを従業員の皆さん

と一緒に考えていただきたいなと思っています。これが本当のリスクコミュニケーション

になるのではないかなと思っています。 

 以上です。 

○岩澤氏  本日はありがとうございました。私のバックグラウンドが産業医ですので、

皆様の職場にも産業医さんいらっしゃると思います。ぜひこの化学物質のリスクアセスメ

ントに積極的に産業医さんを巻き込んでいただいて、どういった健康影響が起きるのかを、

産業医の力もかりて調べて、どういった影響があるのかところを皆さんでも、豊岡先生が

おっしゃいましたとおり、共有していただければいいかなあと思っています。今日はあり

がとうございました。 

○野口氏  重松製作所の野口です。 

 私ども、本来は呼吸用保護具なのですが、呼吸用保護具も今はすごくいろいろレベルが

あって、６段階あります。ただ、その前はシリカでやって、結構レベルの低いものであり

ました。ですから、手袋も、今まで溶剤なのに軍手で作業していた人がいた事実もあるわ

けですから、そこからいろいろなことをコミュニケーションとりながら、どんどん成熟し

たものになって、労働災害起きないことを目指していきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

○朝比奈氏  どうも長い間ありがとうございます。平成29年の１月12日に化学防護手袋

の通達が出まして、化学防護手袋を使っていればいいのだということがありますけれども、

経皮ばく露に関しましては、手袋で覆われた部分は一部です。ですから、化学防護手袋、

呼吸用保護具、保護眼鏡、トータルで対策をしていただきたい。もう一つは、過度に保護

具に依存しないでいただきたい。低減処置をせずに保護具で対抗するのは、これはかなり

無謀ですので、その辺もご考慮いただきたいと思います。 

 以上です。 

○最川氏  西松建設・最川です。 

 今、建設業では、建災防を中心にマニュアルづくりをやっていますので、今年の夏、ま

た塗装関係ですとか、バルコニーのウレタン防水とか、そういう数値をはかって、マニュ

アルの中に、濃度基準値以下になっているかどうかを確認できるような形で進めています

ので、その辺、建設業関係の方は参考にしていただければと思います。また、今年度での

終わりではなくて、また来年度以降も、厚生労働省におきましては予算取りをお願いした
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いと思います。まだまだやらなければいけないことはいっぱいありますので、引き続きマ

ニュアルづくりにご協力いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○山口氏  日本化学工業協会・山口です。 

 今日はどうもありがとうございました。実は、冒頭申し上げましたけれども、手袋の材

質を化学物質が透過するその現象そのものが本当に隅々まで今浸透しているかどうかのも

甚だ心配だと思っておりまして、まずは、労働者の皆さんがそういう危険性があることが

分かるように、日化協からも発信しますし、厚生労働省の皆さんもそういう情報を発信し

ていただくことをやっていかないといけないのが大前提です。 

 また、保護具の皮膚等障害性化学物質が、来年の春から義務化します。今日それで話題

になっていますが、義務化がスタートするまでほとんど時間がなくなってきているような

ところで、保護具の選定等に関して、正直申し上げて、いまだに、部分的にはまだ体系化

されていないのが現状ではないかと思っています。 

 私が、個人的に思っているのは大きく３つの課題がありまして、１つは、ご存じのとお

り、手袋の耐透過性のデータないものがあるところをどうしていくのだというのがありま

す。それから、混合物についてどう取り扱うのかもまだクリアーになっていないところで

す。それから、今日は話題になっていないのですけれども、今の耐透過性のデータは、ド

ブ漬けを前提とした、液体が完全にしみる状態でテストした結果なのですＪＩＳ法の試験

法って実はそれを前提にしているのですね。ところが、皆さんの現場で、保護手袋を使用

するほとんどのケースはもしかしたら液や微粉が飛んでくるかもしれない場合であって、

念のために保護手袋を使っているようなリスクの低い作業なのではないかと思うのですけ

れども、その念のために使うやり方も、ドブ漬けの試験方法で使用可能時間を決めなくて

はいけない。ちょっと過剰なところもあるのでないかという意見もあります。 

ただし、この辺は体系化できていないので、願わくは、ドブ漬けのケースとそうでない、

念のために使用しているケースだったらこういう見方をするとかみたいな話も実は必要で

はないかなと思っています。来年の春までに全ての課題が耳をそろえて解決できるとは、

私、個人的にはちょっと思っていないのですが、ただ、今、保護手袋のところについてス

ポットライトが当たってきているところで、今まで積み残してきているところもあります

ので、この機会にいろいろなステークホルダーの皆さんが集まって、とにかくやれるとこ

ろを解決していくことがかなり重要なことではないのかなと思っています。 
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 日化協の立場としては、使用者の立場もあるし、化学メーカーとしての立場もあるので

すけれども、いずれにしても、前向きに議論に参画させていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○宮内氏  どうもありがとうございました。 

 それでは、コーディネーターの私から最後のお礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、大変貴重なご質問、ご意見、メッセージ等をいただきまして、誠にありがとう

ございました。今後、とにかく化学物質による労働災害防止に対して我々も全力で向かっ

ていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にどうもあ

りがとうございました。 

 これでこちらは終わりにします。 

○事務局  皆様ありがとうございました。これをもちまして、本日の意見交換会は以上

となります。 

 最後に、改めてのお願いとなりますが、本意見交換会終了後、アンケートにご協力いた

だけますと幸いです。会場参加者のうちスマートフォン等をお持ちの方は、お手元のアン

ケート用紙右上のＱＲコードよりご回答をお願いします。ウェブ参加者の皆様は、退出後、

自動で画面が遷移いたしますので、ご回答いただきますようお願いいたします。今後の会

合運営の参考にさせていただきますので、ぜひご協力いただけますと幸いです。 

 それでは、「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケ

ーション」を閉会させていただきます。皆様、本日はお忙しい中、本意見交換会にお越し

いただき、誠にありがとうございました。 

 

                                ――了―― 


